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用語の定義 

 

  

用語 定義 

事業者 
ＳＰＣを設立する落札者又は本事業を実施する者として選定さ

れた入札参加者をいう。 

選定事業者 本市と事業契約を締結し本事業を実施する民間事業者をいう。 

空調設備 
室内機、室外機及び配管その他本事業において整備される冷暖

房設備に関する一切の設備のことをいう。 

電源自立型空調 

ＧＨＰ 

ＪＲＡ 4058 2017（規格：発電機付ガスヒートポンプ冷暖房機）

に該当する機種・製品をいう。 

本件工事 空調整備の設置に係る工事一式をいう。 

対象校 空調整備を設置する小学校をいう。 

点検 
機能状態や減耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べる

ことをいう。 

保守 
初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行

う注油、小部品・消耗品の取替等の軽微な作業をいう。 

修繕 

劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状（初期の水準）

又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、

保守の範囲に含まれる定期的な小部品・消耗品の取替等は除く。 

構成員 
入札参加者を構成する法人で、業務の一部をＳＰＣから直接受

託・請負し、ＳＰＣに出資を行う法人をいう。 

協力企業 
入札参加者を構成する法人で、業務の一部をＳＰＣから直接受

託・請負するが、ＳＰＣには出資を行わない法人をいう。 
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第１ 総則 

１ 本要求水準書の位置づけ 

本要求水準書は、大阪市（以下「本市」という。）が、大阪市立小学校体育館空調設

備整備事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者の選定に当たり、応募者を対

象に交付する「入札説明書」と一体のものとして、本事業の業務遂行について、選定事

業者に要求する最低限満たすべき水準を示すものである。 

なお、本要求水準書における業務水準とは、入札説明書、入札説明書等に関する質問

に対する回答、本要求水準書、実施方針、実施方針等に関する質問及び意見に対する回

答、事業者提案書類、各種標準仕様書等及び設計図書に記載の内容及び水準をいい、事

業を実施するに当たり満たすべき水準となる。 

 

２ 事業目的 

本事業は、熱中症予防対策の一環として、小学校の体育館への空調設備の整備をＰＦ

Ｉ手法により民間事業者の技術的知見・能力等を最大限に活用し、短期間での実施によ

る学校間の公平性を確保して進めるものであり、体育館の温熱環境の改善により、小学

校における児童の安全な教育環境の確保に加え、災害発生時における避難所としての生

活環境の改善を目的とする。 

また、維持管理を含めた効率的かつ効果的な運用を行うことで、本市の財政負担の縮

減を図る。 

 

３ 本事業の基本方針 

前項で記した本事業の目的を達成するため、以下の方針により事業を推進する。 

 

(1) 安心して教育活動が行える体育館の室内環境の提供 

短期間での実施による学校間の公平性を確保しつつ、空調設備の整備によって室内

の温熱環境を改善することにより、児童が快適に活動できる室内環境を提供する。 

 

(2) 「快適性・利便性」が提供でき、「安全性・保健性」を確保した空調設備の実現 

空調設備は、児童が活動するうえで快適と感じ、不便なく利用できる性能を備えた

ものとする。また、常に児童、教職員、保護者、学校利用者並びに近隣住民等（以下

「学校関係者」という。）が安全かつ健康的に教育活動等を行えるものとすること。 

 

(3) 安定したサービス提供 

事業期間中は、資金不足等による事業途中でのサービス中止や故障等による長期に

渡るサービスの停止などなく、空調設備の性能を適切に維持し、安定したサービスが

提供できるものとする。 

 

(4) ライフサイクルコストの縮減 

高効率機器等の導入によるエネルギーコストの縮減、設備の長寿命化、メンテナン
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スの省力化等に配慮した整備により、空調設備の設置に係る初期費用、維持管理費用

及び将来の機器更新費用を含めたライフサイクルコストの縮減を行うこととする。 

 

(5) 環境保全 

地球環境の保全に資するため、効率的なエネルギーの利用やリサイクル材の利用等

を行うとともに、二酸化炭素排出量の削減やフロン類の漏洩量の削減に向け、運用期

間終了まで必要な措置を講じるものとする。また、学校教育環境、周辺地域環境につ

いても、事業の実施による影響を十分検討したうえで、必要な措置を講じるものとす

る。 

 

(6) 災害時の生活環境の改善 

災害発生時に避難所として、避難者が生活するうえで、夏季及び冬季における避難

時の生活環境改善に資する室内環境を提供することとする。また、電子機器や照明等

のための電源を確保するなど避難者の不安軽減に必要な措置を講じるものとする。 

 

４ 設置対象施設等 

対象となる施設は、「別紙１ 本事業の対象校一覧」に示す学校（以下「対象校」と

いう。）の体育館とする。 

ただし、事業期間中、選定事業者は本市が本事業の対象校を変更することを求めた場

合、応じるものとする。変更後の各サービス対価の見直し方法については、事業契約書

に定める。 

 

５ 事業範囲 

(1) 本事業が対象とする業務 

本事業は、選定事業者が要求水準書に示された要求水準事項に沿って、下記の業務

を行うものとする。 

 

1) 設計業務 

ａ 設計のための事前調査業務 

ｂ 設計業務 

ｃ その他、付随する業務（セルフモニタリング計画書の作成及び提出、並びに調

整、報告、申請、検査、セルフモニタリングによる確認・報告、本市が行うモ

ニタリングへの協力、本市が行う交付金・補助金等の申請に係る協力及び諸資

料の提出等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

2) 施工業務 

ａ 施工のための事前調査業務 

ｂ 整備に伴う一切の工事（新たな空調設備の設置、エネルギー関連の設備の整

備、花壇その他既存物の撤去、散水栓その他既存施設の移設・機能回復等を含
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む。） 

ｃ その他、付随する業務（セルフモニタリング計画書の作成及び提出、並びに調

整、報告、申請、検査、セルフモニタリングによる確認・報告、本市が行うモ

ニタリングへの協力、本市が行う交付金・補助金等の申請に係る協力及び諸資

料の提出等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

3) 工事監理業務 

ａ 施工に係る工事監理業務 

ｂ その他、付随する業務（セルフモニタリング計画書の作成及び提出、調整、報

告、申請、検査等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

4) 所有権移転業務 

ａ 施工完了後の整備対象設備の本市への所有権の移転業務 

 

5) 維持管理業務 

ａ 維持管理のための事前調査業務 

ｂ 整備対象設備の性能の維持に必要となる一切の業務（空調設備を事業期間内に

利用できる状態に保つために必要な定期点検、保守、修繕、フィルター清掃、

消耗品交換、その他一切の設備保守管理業務等） 

ｃ 整備対象設備に係る緊急時対応業務（問合せ対応、緊急修繕等） 

ｄ 整備対象設備の運用に係るデータ計測・記録業務 

ｅ 整備対象設備の運用に係るアドバイス業務（運転マニュアルの作成、省エネ運

用に関する助言等） 

ｆ 整備対象設備の法定点検業務（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律（平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。）に係る

点検業務等） 

ｇ その他、付随する業務（計画書・手順書・帳票等の作成、調整、維持管理記録

の提出・報告、セルフモニタリングによる確認・報告、本市が行うモニタリン

グへの協力等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

6) 所有権移転後の移設業務 

ａ 空調設備の所有権移転後に、対象校の統合、改修・改築工事、設備工事等によ

り空調設備の移設（設備の保管を含む。）が必要となった場合の移設業務。な

お、移設業務に係る費用は、別途に締結する契約に基づき、本市の負担とし、

移設に伴い一時的に取り外した空調設備を保管する場所は本市が別途指定す

る。 

 

(2) 本事業が対象としない業務・事項等 

・ 換気設備は本事業における整備対象設備には含まない。 

・ 受変電設備の維持管理は別途本市が対応し、維持管理業務の対象外とする。 
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・ 受変電設備等の改修・増設に伴う保安管理等は別途本市が対応する。したがっ

て、受変電設備等の改修・増設に伴う保安管理等に要する費用増加分について

は、本事業の対象外とする。 

・ 本市の職員、学校関係者による通常利用の範囲を超える最大需要電力の増加、本

事業の対象外の建築設備による最大需要電力の増加に伴う負担および費用増加分

については本事業の事業費に含めない。 

 

６ 本事業のスケジュール 

本事業の主なスケジュールは以下のとおりとする。 

 

(1) 事業契約締結日 

令和７年12月 

 

(2) 設計期間 

令和８年１月～令和11年３月 

（設計期間の短縮については選定事業者の提案による。） 

 

(3) 施工期間 

令和８年４月～令和11年３月 

（施工期間の短縮については選定事業者の提案による。） 

 

(4) 維持管理期間 

令和８年度施工分  令和８年度中～令和24年３月末 

令和９年度施工分  令和９年度中～令和24年３月末 

令和10年度施工分  令和10年度中～令和24年３月末 

引き渡しを行った日の属する月の翌月の初日から、当該引き渡しを行った整備対象

設備の維持管理期間を開始する。 

ただし、選定事業者の提案により「(3) 施工期間」の末日が１年以上短縮された

場合（本市が施工時期を指定した学校は除く。）の維持管理終期は、この限りではな

く、最終施工分の所有権移転が完了した年度末から13年後の年度末とする。 

 

７ 整備計画の策定 

・ 本事業の遂行に際して、「６ 本事業のスケジュール」に示す施工期間の中で引き

渡しが完了するよう、対象校の整備順序を計画し、本市に提出すること。 

・ 本市は、災害時に避難所ともなる点を踏まえ、整備順序に関する優先順位を一定示

すこととしており、また、本事業以外で実施する建替工事等との重複を避けるため

本市が施工時期を指定する場合もあるため、整備順序に関する計画にはこれらの内

容を反映させるものとする。 

・ 選定事業者は、この整備順序に基づいて、空調設備の整備を行うものとする。ただ
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し、本市が対象校の整備年度の変更を求めた場合は、それに応じること。なお、こ

れにより選定事業者が整備順序計画の変更を必要とする場合、本市は協議に応じる

ものとする。 

 

８ 事業実施に関する留意事項 

本事業の実施に関して、以下の事項に留意すること。なお、各業務における個別の留

意事項は、本要求水準書の「第２」～「第７」において別途記載する。 

 

(1) 事業計画について 

・ 本事業の目的、基本方針を踏まえ、事業計画を作成すること。 

・ 事業計画には、事業実施にあたっての基本方針、実施体制、事業全体のスケジュ

ール、資金計画及び事業収支計画等を盛り込むこと。 

・ 長期にわたって効率的、効果的かつ安定的に事業を遂行できるよう各業務の遂行

に適した能力及び経験を有する企業による確実な実施体制を構築すること。 

・ 妥当性があり、かつ、実施可能な全体スケジュールを計画すること。 

・ 資金計画や事業収支計画を立てるにあたっては、確実に事業資金を確保でき、事

業を確実に遂行できる安定性の高い計画とすること。また、設計・施工の費用、

維持管理の費用、エネルギー費用をあわせたライフサイクルコストの抑制を考慮

することとする。 

 

(2) リスクへの適切な対応及び事業継続性の確保 

・ 事業契約書に定める内容に従い、予想されるリスクを適切に把握し、対応策につ

いて、あらかじめ十分な検討を行い、選定事業者が有するリスクを適切に配分す

ることで、リスクの最小化を図るとともに、事業期間中に発生したリスクに対し

て適切な対応ができる方策を講じること。 

・ 重大な契約不適合や故障等のリスク発生時においても適切な対応が可能となるよ

う、必要な資金と人員及び体制を確保すること。 

・ 事業契約書で定める事業期間において、確実に事業の継続性を確保する仕組みや

体制を構築すること。 

・ 運転資金は、問題発生時においても資金不足に陥らないよう確実に確保できる方

策を講じること。 

・ 通常の業務に加え、緊急時にも迅速かつ適切に対応できる体制を構築すること。 

 

(3) 地域経済への貢献 

事業の実施に当たり、大阪市中小企業振興基本条例（平成23年大阪市条例第59号）

の趣旨に鑑み、市内企業の協力体制に配慮する等、地域経済への貢献に積極的に取り

組むこと。 

 

９ 業務従事者に関する事項 
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(1) 責任者の配置 

・ 本事業を実施するに当たり選定事業者は、本事業の全体の業務状況を総合的に管

理し、各業務間の相互調整を適切に実施するため、本市との連絡窓口となり、設

計業務、施工業務、工事監理業務、維持管理業務、移設業務の全体を総合的に把

握し調整を行う総括責任者を代表企業から事業期間にわたり１人定めて配置する

こと。 

・ 選定事業者は、本事業における設計業務を掌握し、設計関係者を指揮監督する設

計責任者を配置すること。 

・ 選定事業者は、本事業における施工業務を掌握し、施工関係者を指揮監督する施

工責任者を配置すること。 

・ 選定事業者は、本事業における工事監理業務を掌握し、工事監理関係者を指揮監

督する工事監理責任者を配置すること。 

・ 選定事業者は、本事業における維持管理業務全般を掌握し、維持管理関係者を指

揮監督する維持管理責任者を配置すること。当該責任者は常駐の必要はないが、

事故等の発生時には速やかに連絡が取れる体制を構築すること。 

・ 総括責任者、設計責任者、施工責任者、工事監理責任者、維持管理責任者を選定

事業者が変更する場合、若しくは、本市が著しく不適当と判断した場合、選定事

業者は、速やかに適正な措置を講じ、本市の承諾を得ること。 

 

(2) 選定事業者及び業務従事者が従う事項 

・ 選定事業者及び業務従事者は、互いに打合せを十分に行い、本事業を円滑に進め

ること。 

・ 業務従事者は、本事業の実施場所が学校であることを踏まえ、良好な教育環境の

維持に配慮し、本市及び対象校と十分に協議して業務を行うこと。 

・ 本事業の実施にあたって、本市又は対象校と協議した場合や近隣対応を行った場

合には、その協議記録を作成・保管し、本市又は対象校からの指示があるとき

は、当該協議記録を提出すること。上記以外に、所轄官庁への申請、届出、協議

等を行った場合には、その協議記録等を作成・保管し、本市からの指示があると

きは、当該協議記録等を提出すること。なお、申請書・届出等の副本は本市に提

出すること。 

・ 業務従事者が対象校に立ち入る際は、業務従事者であることを容易に識別できる

服装で腕章等を着用し、業務にあたること。 

 

10 第三者の使用 

設計、施工、工事監理及び維持管理の各業務を行うにあたって、構成員及び協力企業

以外の第三者を使用する場合、事前に本市に届出すること。なお、空調機器のメーカ

ー、メーカーサービス等による機器の調査・調整・計測・試運転・確認作業等について

は本市に届出する必要はないものとする。 
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11 遵守すべき法制度等 

本事業の遂行に際しては、設計業務、施工業務、工事監理業務、所有権移転業務、維

持管理業務、所有権移転後の移設業務、の各業務の提案内容に応じて関連する法令、条

例、規則、要綱を遵守し、各種基準、指針等は、本事業の要求水準と照らし合わせて適

宜参考にすること。対象となる法令等は、「別紙２ 遵守すべき法制度等」を参照する

こと。 

ただし、「別紙２ 遵守すべき法制度等」での記載の有無に関わらず本事業に必要な

法令を遵守すること。なお、適用法令及び適用基準は、各業務実施時の最新版を使用す

ること。 

 

12 事業関連資料等の取扱い 

・ 本市が提供する対象校の図面等の資料は、一般公表することを前提としていない情

報であるため、関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。 

・ 本市が提供した資料等は、本事業に関わる業務以外での使用を禁じる。また、不要

になった場合には、速やかに返却すること。 

・ 本市が提供した資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理し

たうえ、上記の返却時までにすべて廃棄すること。 

 

13 事業期間終了時の措置 

選定事業者は、事業期間終了後も「第８ 空調設備の機能・性能に関する要求水準」

に示す空調設備の機能及び性能を確保するため、事業最終年度の空調設備の運用期間中

に一斉点検（エネルギー性能、劣化状況等のデータ把握・分析・検証等）を行い、事業

期間終了に向けた維持管理上の配慮（事業期間終了後における継続運用に向け、必要に

応じた簡易補修等）を行うこと。また、事業期間終了後における空調設備の運用や再整

備等に向けた提案を行うこと。なお、事業終了後１年間は、事業会社による、空調設備

の使用方法等に関する問合せ窓口を設けること。 

ただし、１年以内に事業会社が解散する場合は、本市と協議のうえ、問合せ窓口を設

けること。 

 

14 セルフモニタリングの実施 

・ 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリングの仕

組みを導入すること。 

・ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維持、

向上につなげる仕組みを構築すること。 
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第２ 設計業務要求水準 

１ 基本事項 

(1) 業務の範囲 

本要求水準書、選定事業者の提案等に基づき、対象校の体育館における空調設備の

整備を行うために必要な設計を行うこと。設計業務には、以下の業務を含む。 

ａ 設計のための事前調査業務 

ｂ 設計業務 

ｃ その他、付随する業務（セルフモニタリング計画書の作成及び提出、並びに調

整、報告、申請、検査、セルフモニタリングによる確認・報告、本市が行うモニ

タリングへの協力、本市が行う交付金・補助金等の申請に係る協力及び諸資料の

提出等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

(2) 業務の期間 

令和８年１月～令和11年３月 

 

(3) 設計体制及び設計責任者の配置 

設計業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を設計責任者及び設計担

当者として配置し、設計業務着手前に本市に書面で報告すること。なお、設計業務の

履行期間中において、その者が設計責任者又は設計担当者として著しく不適当である

と本市が判断した場合には、選定事業者において速やかに適切な措置を講じること。 

 

(4) 設計責任者 

・ 業務遂行にあたって、あらかじめ設計の実務経験が豊富な設計責任者を選定し、

その者の経歴及び資格を書面にて本市に提出すること。 

・ 設計責任者は、設計において、電気設備・機械設備の設計趣旨・内容を総括的に

反映できる者とし、設備設計一級建築士又は建築設備士であること。 

・ 設計責任者は、「(5) 設計担当者」の資格要件の「電気設備設計者」又は「機

械設備設計者」を兼ねることができるものとする。 

 

(5) 設計担当者 

1) 電気設備設計者（次のいずれかに該当する者） 

・ 設備設計一級建築士又は建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 

・ 一級電気工事施工管理技士資格取得後３年以上の電気設備設計実務経験を有す

る者 

・ 電気主任技術者資格取得後３年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

・ 大学（専門課程）卒業後５年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

・ 高等学校（専門課程）卒業後11年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

・ 上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 
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2) 機械設備設計者（次のいずれかに該当する者） 

・ 設備設計一級建築士又は建築設備士で空調設備設計の実務経験を有する者 

・ 一級管工事施工管理技士資格取得後３年以上の空調設備設計実務経験を有する

者 

・ 空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後３年以上の空調設備設計実務経験を

有する者 

・ 大学（専門課程）卒業後５年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

・ 高等学校（専門課程）卒業後11年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

・ 上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 

 

(6) 設計業務計画書の提出 

設計業務着手前に、設計の方針を記した設計業務計画書を作成し、「別紙３ 提出

書類一覧（設計業務）」に示す書類等とともに本市に提出すること。 

 

(7) 設計内容の協議 

設計にあたっては、本市と協議し行うこと。協議の方法、頻度など業務の詳細につ

いては選定事業者の提案による。 

また、本市との協議内容については、書面（協議記録）に記録し、本市に提出する

こと。 

 

(8) 設計変更 

本市は、必要があると認めた場合、選定事業者に対し設計の変更を要求することが

できる。この場合の手続き及び費用負担等は事業契約書で定める。 

 

(9) 業務の報告及び書類・図書等の提出 

選定事業者は、定期的に本市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を行うと

ともに、「別紙３  提出書類一覧（設計業務）」に示す書類・図書等を、様式を含め

て作成のうえ、本市に提出すること。なお、設計に関する書類・図書等の著作権は本

市に帰属する。 

 

２ 設計業務の要求水準 

(1) 一般的要件 

・ 整備対象設備が、長期間にわたって、学校関係者等の利用者に対し、快適で健康

的な室内環境を提供することに配慮すること。 

・ 本市が貸与する参考資料は、その内容を本市が保証するものではない。事業者は

参考資料を基に、敷地、既存建物の特性、更新、維持管理のしやすさ、運営等に

十分配慮し、より具体的な検討を行い、本市及び対象校との協議を行うこと。 

・ 設計図書等にはＪＩＳ条件により運転した場合の機器能力で表記すること。 

・ 設計にあたっては、既存の建物や設備機器、配管等への影響に十分配慮するこ
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と。 

・ 将来の維持管理、機器更新、その他の工事を考慮し設計を行うこと。 

・ 対象校において、将来、想定される学校の改修や改築工事等の際、空調環境の中

断が生じないよう配慮し、本市と十分に協議のうえ、機器の配置や配管ルートを

決定すること。 

・ 本事業には、対象校の学級増、統合、改修・改築工事、設備工事等により必要と

なる整備対象設備の移設(「第７ 所有権移転後の移設業務要求水準」参照)を含

むため、速やかな移設が可能となるように配慮すること。 

・ アスベスト含有建材について関係法令、規則等を遵守すること。 

・ 撤去材の再資源化に配慮すること。 

・ 各学校の敷地条件の違いに配慮した計画とし、機器の設置にあたっては、学校教

育環境への影響及び学校の周辺地域への影響（騒音、振動、温風、臭気等）に配

慮すること。  

・ 特に、機器設置完了後において問題が発生した場合には、その対処方策について

検討し、本市と協議し、対処に当たること。 

 

(2) 設計のための事前調査業務 

・ 業務期間中における手戻りが発生しないよう、現地調査を適切に実施し、室外機

置場や室内機に関して、本市及び対象校と十分協議すること。 

・ 現地調査実施に当たり、事前に調査スケジュールや調査体制等を明記した現地調

査計画書を作成し、本市に提出すること。 

・ 事前調査により空調設備の整備に支障をきたす状況を確認した場合、事業者は本

市に報告し協議を行うこと。 

・ 空調設備（ＧＨＰ）の場合、運転燃料となる都市ガス管の配管ルートを調査確認

すること。 

・ 空調設備（ＧＨＰ）により発電した電力の災害発生時の給電先（分電盤）を調査

し、配管配線ルートを確認すること。 

 

(3) 設計業務 

1) 機器配置計画 

・ 室外機設置場所については、原則として本市が提供する資料に基づいた場所と

すること。対象校から室外機設置場所の変更希望があった場合には、本市にお

いて調整を行うが、選定事業者はその調整に協力すること。 

・ 使用する室外機等が、騒音規制法に規定する特定施設に該当しない場合であっ

ても、その騒音値が学校の敷地境界線上にて当該地域の騒音に係る規制基準値

を超える場合には防音壁等を設置し当該規制基準値を遵守すること。 

・ 既存建築物との調和に留意し、既存建築物への影響（騒音、振動、温風、臭気

等の発生等）を低減するように配慮するほか、景観等にも配慮すること。特

に、住宅等に隣接する場所に室外機等を設置する場合は、特段の配慮を行うこ

と。 
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・ 室内機は児童の手の触れない場所とすること。 

・ 整備する空調設備については「第８ 空調設備の機能・性能に関する要求水

準」を参照すること。 

・ 対象校の敷地形状、校舎や対象体育館の配置等に留意のうえ、適切な機器の選

定、設置を行うこと。 

・ 整備対象設備は、既存設備に配慮した配置を行うこと。 

 

2) エネルギーの供給に必要な設備計画 

・ 各学校の空調設備に必要となるエネルギーの種別（ガス・電気）については本

市から示す。 

・ 本事業に必要となるガス、電気のエネルギーについて、既存のガス設備、電気

設備の容量が不足する場合は、ガス設備及び電気設備の増設等を行い、十分な

ガス供給及び電力供給を確保すること。既存のガス設備及び電気設備に関する

資料は、本市から選定事業者に示す。 

・ 既存の変圧器容量が不足すると想定される場合は、十分な変圧器容量をもつキ

ュービクルを設置するか、十分な容量の変圧器に交換又は増設を行うこと。変

圧器の交換、増設等は本市から示すこととする。新たに既存設備外で増設する

場合は、対象校及び本市と協議のうえ、設置位置を決定すること。 

・ 空調設備（ＥＨＰ）を設置する場合、対象校の状況に応じて１需要場所・複数

引込みの検討をすること。 

・ 変圧器の交換等に伴う付属機器等の交換や増設は、「第１ 総則」の「11 遵

守すべき法制度等」の事項に適合させること。 

・ 動力負荷の増加により、力率の悪化が想定される場合には、力率が85％未満に

ならないよう必要に応じてコンデンサを設置すること。 

・ 取り替え又は増設により新規に設置する変圧器は原則として、油入トップラン

ナー変圧器を採用すること。 

 

3) 安全確保等 

・ 設置する室内機及び室外機等は学校関係者の安全性、保全性、いたずら防止の

観点から、必要な対策を講じること。 

・ 室外機、配管等の設置にあたっては、設置位置や周辺の利用状況、近隣地域の

状況等を勘案し、必要な安全対策、防球対策、防音対策、防振対策（共振対策

を含む。）、排熱対策、排気臭気対策等を講じること。 

・ 導入される機材の配置や仕様、施工の時期、期間、方法等を十分に検討し、学

校関係者等の利用者の安全確保に留意すること。 

 

4) 支障移設 

整備対象設備の整備に際し、支障となるものの扱いについては次のとおりとす

る。 

➢ 散水栓、バルブボックス、照明器具、誘導灯、感知器、排水溝等の既存設
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備の移設が必要となる場合には、本市及び対象校と協議のうえ対応を決定

し、選定事業者の負担によりこれらを移設し、速やかに機能回復等を行う

こと。ただし、本市が機能回復等を不要としたものは、この限りではな

い。 

➢ 花壇、菜園、動物舎、鳥小屋、防球ネット等の既存物の撤去が必要となる

場合には、本市及び対象校と協議のうえ対応を決定し、選定事業者の負担

によりこれらを撤去すること。なお、これらの撤去は本件工事に含まれる

が、復旧は本件工事の対象外とする。 

➢ 既存樹木は可能な限り現状維持を図り、やむを得ず既存樹木が支障となる

場合には、本市及び対象校の承諾を得て、撤去又は枝払いを行うことがで

きるものとする。なお、記念樹は現状維持を原則とすること。なお、これ

らの撤去又は枝払いは本件工事に含まれるが、復旧は本件工事の対象外と

する。 

 

5) 維持管理 

・ 設計図書において、整備対象設備及び配管等を含めた共用設備について、本事

業による整備分が明確に区分できるようにすること。 

・ 屋上に設置する室外機は、原則として、メーカーの推奨する点検スペース等を

設け、かつ、維持管理の作業を行う人員が安全に作業を行うことができるよう

設置すること。維持管理の作業を行う人員が安全に作業を行うことができるよ

う設置ができない場合には保護柵・手すり等の維持管理の作業を行う人員が安

全に作業を行うための設備を設置すること。 

・ 屋上に設置する室外機に至る通路において、維持管理の作業を行う人員の安全

を確保するため、背かご付のタラップ、手すり・保護柵等の設置を必要に応じ

て行うこと。 

・ 将来の改修や改築等に伴う空調設備の移設、増設等に備え、フレキシビリティ

や汎用性の確保に十分配慮しながらゆとりある設備とし、設備の移設や復旧が

容易、かつ、速やかに可能となるよう配慮すること。 

 

6) 運転管理方式 

・ 空調機器設備に係る運転管理方式は、対象校ごとに、スケジュールタイマーに

よる運転管理（特に、夜間の消し忘れを確実に防止する等）が可能な機能を有

すること。 

・ 授業のカリキュラム等、実際の教育活動に応じて柔軟な運用が可能な機器及び

システムとするよう配慮を行うこと。 

 

7) 停電時電力供給計画 

停電時には、空調設備だけでなく、電子機器や照明等に対して電力を供給できる

よう計画すること。また、夏季、冬季と中間期では発電量が変わるため、発電した

電気を最大限に利用できる対応を行うこと。各設備の負荷条件は「別紙９ 停電時
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電力負荷条件」を参照のこと。 

 

(4) その他、付随する業務 

1) 調整業務 

・ 対象校に対し、現地調査の説明、設計及び運用方法の説明等必要な調整業務を

行うこと。 

・ 必要に応じて電気事業者、電気保安管理業務受託者、都市ガス事業者に対して

調整業務を行うこと。 

・ 「別紙２ 遵守すべき法制度等」に示す法令等を遵守し、各種許認可機関に対

して必要な調整業務を行うこと。 

 

2) 申請業務 

空調設備工事に当たり必要となる官公署・企業（電気・都市ガス事業者を含

む。）への申請又は届出の有無・時期等をあらかじめ調査し、一覧表を対象校ごと

に作成し、本市に提出すること。 

また、事業者の責任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 

 

3) 検査業務 

・ 事業者は、対象校ごとに、設計業務を受託する企業による自主検査を実施さ

せ、検査結果の報告を受けること。 

・ 事業者は、上記の自主検査完了後、対象校ごとに設計業務の完了検査を行い、

速やかに検査結果を本市に報告すること。 

・ 事業者は、上記の完了検査を実施後、施工業務に着手する前に、本市の完了確

認を受けること。その際、完了確認を円滑に実施するために、対象校ごとに設

計概要説明書を作成し、これをもって本市に設計概要を説明すること。なお、

完了確認の指摘事項は施工業務の着手までに修正を完了させること。 

 

4) セルフモニタリング 

・ 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリング

の仕組みを導入すること。 

・ セルフモニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書を作

成すること。セルフモニタリング計画書にはセルフモニタリング項目、判断基

準、実施方法、実施時期等を記載し、本市に提出して確認を得ること。 

・ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維

持、向上につなげる仕組みを構築すること。 

・ 本市が行うモニタリングに協力するものとし、モニタリングの費用は本市側の

費用を除き選定事業者の負担とする。 

 

３ 設計業務実施に係る留意事項 
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設計業務実施に関しては、以下の事項に留意すること。 

 

(1) 設計業務計画 

・ 本事業の目的及び基本方針を踏まえ、設計業務計画を作成すること。 

・ 設計業務計画には、業務実施にあたっての基本方針、実施体制、設計業務全体の

スケジュール等を記載すること。 

・ 効率的、効果的かつ安定的に業務を遂行できるよう業務の遂行に適した能力及び

経験を有する企業による確実な実施体制を構築すること。 

・ 妥当性があり、かつ、実施可能なスケジュールを計画すること。 

 

(2) 設計要領書 

・ 設計業務を統一的又は効率的に行うための業務管理に係る事項等を定めた設計要

領書を作成すること。 

・ 設計要領書には、空調設備の特徴、学校現場の安全、環境への配慮等について記

載すること。 

・ 空調設備の特徴については、性能・機能・エネルギー方式等や各対象校の敷地条

件の違いを踏まえ設置計画において配慮すべき点や工夫、将来の改修等を見据え

た対応等について記載すること。 

・ 学校現場の安全を確保するために配慮すべき点や工夫について記載すること。 

・ 環境への配慮等については、環境負荷の低減及びアスベストの飛散防止への対応

における工夫等について記載すること。 
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第３ 施工業務要求水準 

１ 基本事項 

(1) 業務の範囲 

業務水準に基づき整備対象設備の施工を行うこと。施工業務には、以下の業務を含

む。 

ａ 施工のための事前調査業務 

ｂ 整備に伴う一切の工事（新たな空調設備の設置、エネルギー関連の設備の整備、

花壇その他既存物の撤去、散水栓その他既存施設の移設・機能回復等を含む。） 

ｃ その他、付随する業務（セルフモニタリング計画書の作成及び提出、並びに調

整、報告、申請、検査、セルフモニタリングによる確認・報告、本市が行うモニ

タリングへの協力、本市が行う交付金・補助金等の申請に係る協力及び諸資料の

提出等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

(2) 業務の期間 

令和８年４月～令和11年３月 

 

(3) 施工体制及び施工責任者の配置 

施工業務を遂行するにあたっては、建設業法の規定を遵守し、以下に示す有資格者

等を施工責任者として配置し、施工業務着手前に本市に書面で報告すること。なお、

施工業務の履行期間中において、その者が施工責任者として著しく不適当であると本

市が判断した場合には、選定事業者において速やかに適切な措置を講じること。 

 

(4) 施工責任者 

選定事業者は、施工責任者として建設業法第26条第２項に規定する監理技術者を専

任で適切に配置すること。また、施工責任者のもとに対象校ごとに補助員を配置する

等、迅速に対応できる体制を整えること。 

 

(5) 施工業務計画書の提出 

施工業務着手前に、施工の方針を記した施工業務計画書を作成し、「別紙４ 提出

書類一覧（施工業務）」に示す書類等とともに本市に提出すること。 

 

(6) 業務の報告及び書類・図書等の提出 

選定事業者は、定期的に本市に対して施工業務の進捗状況の説明及び報告を行うと

ともに、「別紙４ 提出書類一覧（施工業務）」に示す書類・図書等を、様式を含め

て作成のうえ、本市に提出すること。 

 

２ 施工業務の要求水準 

(1) 一般的要件 

・ 選定事業者は、空調設備工事一式を施工すること。 
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・ 校門付近に工事用看板等により、法令等により求められる内容を掲示すること。 

・ 工事施工その他、整備対象設備及び関連機器の設置等にあたって必要となる各種

申請、届出等は、選定事業者の責任・費用において行うこと。 

・ 仮設、施工方法及びその他工事を行うために必要な一切の業務は、選定事業者が

自己の責任において遅滞なく行うこと。 

・ 設置工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備すること。 

・ 電気主任技術者（本市職員）の立会については選定事業者からの申出により、日

時及び内容を本市と協議して決定すること。 

・ 本事業期間中に対象校敷地内において、他の工事や作業等が行われる場合は、本

市及び対象校を通じ、別途工事等の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進め

ること。 

・ 業務水準に関しては、事業契約期間中にわたり選定事業者が担保する義務を有す

るものとする。完成確認の結果、業務水準を満たしていない場合には、速やかに

補修又は改善を行うこと。 

 

(2) 施工のための事前調査業務 

工事着手前に現地調査を実施し、学校教育活動等への支障をきたさない施工計画を

策定すること。 

 

(3) 施工業務 

1) 品質管理 

① 品質管理 

・ 以下の測定を行うこと。 

➢ 風量、吸込温度、吹出温度、外気温度、室温の測定（外気温度は、風

通しがよく、日射が直接、温度計の感部に当たらない場所とし、室温

は、対象校毎にアリーナ中央２点以上測定すること。測定場所の詳細

については、事業者の提案とする。） 

➢ 室内及び室外の機器騒音の測定 

➢ 単位時間当たりのエネルギー消費量の測定（初期運転状態の記録） 

・ 工事を行う箇所について、施工前、施工中及び施工後の工事写真を提出する

こと。設置した室内機、室外機及び受変電設備は、全ての機器について、図

面と対応した写真を提出すること。また、工事状況写真、工事完成後外部か

ら見えない主要な部分並びに使用材料及び設計内容が確認できる写真も提出

すること。 

 

② 空調設備の試運転調整 

・ 空調設備供用開始前に、以下の試運転調整を実施すること。なお、試運転調

整の実施については、事前に本市に通知すること。また、試運転調整記録

（試験記録含む。）を作成し、本市に提出して確認を得ること。 

・ 試運転調整結果がメーカー基準値等の判定基準を満たさない場合は、適正な
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是正処置を講じること。騒音値は騒音測定時の外気や暗騒音を加味するこ

と。なお、敷地境界での騒音基準値（騒音に係る規制基準）及び振動に係る

規制基準を満たすこと。 

ｲ) 室外機 

・ 設置後に試運転調整を行い、良好な運転を確認すること。 

・ メーカー基準値等の判定基準を満たしているか確認すること。 

・ 据付説明書記載の事項を満たしているか確認すること。 

ﾛ) 室内機 

・ 設置後に試運転調整を行い、良好な運転を確認すること。 

・ 風量、吸込温度、吹出温度、ドレン状態に関して、各種モードでの運転

確認をすること。 

・ 室内機の設置台数及び設置位置を踏まえ、体育館アリーナ内の気流に配

慮し、空調設備の風向を適切に調整すること。 

ﾊ) リモコン類 

・ 正常に室内外機と信号送受信ができていることを確認すること。 

・ 各機能（運転、停止、温度、風量、タイマー機能等）が正常に動作する

ことを確認すること。 

ﾆ) 測定方法 

・ 空調設備が正常に運転し、対象室が適正に空調されることを確認するた

め、空調設備運転時における室内温度を測定し、室内温度条件に空調さ

れることを確認すること。 

・ 測定は夏季に実施することとし、夏季以外に整備が完了した空調設備に

ついては、整備完了後最初に到来する夏季に実施すること。 

・ 空調設備の風量、吸込温度、吹出温度、外気温度及び室温の測定（測定

場所はアリーナ中央２点以上とし、詳細については事業者の提案とす

る。）をすること。 

ﾎ) その他 

・ 上記に限らず、性能確認及び動作確認等が必要となる項目について、試

運転調整を実施すること。 

・ 性能確認及び動作確認等が必要となる設備を導入する場合も同様に、試

運転調整を実施すること。 

 

③ 停電時電力負荷への供給性能の確保 

電源自立型空調ＧＨＰにより発電した電力が、あらかじめ給電先を停電状態に

したうえで適切に給電することを確認すること。 

 

④ その他 

・ 本市は、選定事業者が実施する試運転調整に立ち会うことができるものとす

る。 

・ 実際の運転状況によって力率の改善が求められる場合等におけるコンデンサ
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の追加設置等については、選定事業者が負担すること。 

 

2) 安全管理 

① 安全確保 

・ 本件工事の実施にあたっては、学校関係者に対する安全確保を最優先するこ

と。 

・ 本件工事の安全確保に関しては、常に工事の安全に留意し、現場管理を行

い、災害及び事故の防止に努めること。工事現場の安全衛生に関する管理は

現場代理人が責任者となり、建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法規

に従って行うこと。 

・ 施工中は、「第１ 総則」の「11 遵守すべき法制度等」のほか、「建設工

事公衆災害防止対策要綱」に従い、施工に伴う災害防止に努めること。 

・ 本件工事で使用する範囲は必要最小限とし、安全確保が必要な場所及び対象

校と本市の要望するすべての箇所に仮囲い等により安全区画を設定するこ

と。 

・ 工事用車両の運行経路の策定にあたっては、学校関係者の安全に十分配慮

し、事前に本市及び対象校との協議・調整を行うこと。 

・ 大型資機材搬入時には警備員を配置する等、選定事業者の責任で安全の確保

に配慮すること。 

・ 工事用車両の出入りに対する交通障害、安全の確認等、構内及び周辺の危険

防止に努めること。近隣地域における工事用車両の通行は、朝夕の通学、通

勤、通園の時間帯を避け、通行には十分注意し、低速で行うこと。 

・ 火気使用や火花の飛散等、火災の恐れのある作業を行う場合は、火気取扱い

に十分注意し、火災防止に有効な材料等で養生するほか、消火器等を作業場

所周辺に設置し、火災防止の徹底を図ること。 

・ 作業時に学校内の器物や児童等の作品等を破損しないよう十分に注意するこ

と。また、破損事故等が発生した場合は、対象校の管理者及び本市に直ちに

連絡し、その指示に従うこと。 

 

② アスベスト対策 

・ 体育館や校舎の天井ボード類にアスベストが含まれている可能性のある場

合、仕上面（天井内に存在する場合も含む。）が石綿含有仕上塗材の可能性

のある場合、又は、吹付アスベスト等のアスベスト含有建材が使用されてい

る可能性のある場合には、関係法令、規則等を遵守して施工を行うこと。 

・ アスベスト（レベル１及び２）の使用状況については、本市から参考資料と

して貸与する。 

・ 吹付アスベストがある場合は、関係法令に基づき施工を行うこと。なお、こ

の場合においては、原則として吹付アスベストが飛散しない工法を取ること

とし、施工に当たっては吹付アスベストの飛散防止に十分考慮すること。 
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③ 非常時・緊急時の対応 

・ 事故、火災等、非常時・緊急時への対応について、あらかじめ防災マニュア

ルを作成すること。また、事故等が発生した場合は、防災マニュアルに従い

直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じること。 

・ 事前に対象校の管理者、本市も含めた緊急連絡簿を本市及び対象校に届け出

ること。 

・ 気象予報又は警報等には常に注意を払い、災害の防止に努めること。 

 

3) 仮設計画 

① 仮設物等 

・ 現場事務所は対象校内に設けることを予定しないが、資材置場は本市と協議

のうえ、設けることができる。 

・ 設置工事を行うにあたって使用が必要となる場所及び設備等について、各々

その使用期間を明らかにしたうえで、事前に本市及び対象校に届け出て、承

諾を得ること。 

・ 駐車場の位置について、本市に承諾を得ること。なお、対象校敷地周辺道路

への工事関係車両の駐車や待機を禁じる。 

・ 善良なる管理者の注意義務をもって、使用権限が与えられた場所等の管理を

行うこと。 

・ 対象校内に材料、工具等を保管する場合、対象校に了解を得たうえで保管

し、保管場所には必ず施錠を行い管理すること。 

・ 本件工事中も対象校が必要とする台数の駐輪・駐車スペースを確保するこ

と。 

・ 対象校敷地内での喫煙を禁止する。また、大阪市路上喫煙の防止に関する条

例（平成19年大阪市条例第54号）による路上喫煙の禁止が、本市全域を対象

として実施されているため、同条例を遵守すること。 

 

② 工事用電力、水道、都市ガス等 

・ 試運転調整を含めた施工期間中に要する工事用電力（空調設備（ＥＨＰ）を

設置する場合において、１需要場所・複数引込みを行う場合は、その分の工

事用電力も含む。）、水道は既存施設の範囲内を無償で使用できることとす

るが、既設照明の使用は必要最低限な範囲とし、こまめに消灯する等、節電

を心掛け最大需要電力が契約電力を超過しないよう留意すること。また、電

力については、漏電ブレーカーの設置等の安全対策を行うこと。なお、使用

箇所は対象校と協議し限定するとともに、電動工具等の充電は事前に実施し

てくること。 

・ 試運転調整を含めた施工期間中に要する工事用都市ガスは、新たにガス管を

対象校に引き込む場合は、引き渡し日までに生じた費用は選定事業者の負担

とし、既存施設を使用する場合は、その範囲内を無償で使用できることとす

る。 
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4) 建設副産物の取扱い等 

・ 施工中は、「第１ 総則」の「11 遵守すべき法制度等」のほか、「建設副産

物適正処理推進要綱」に従い、環境の保全に努めること。 

・ 本件工事に伴い発生する廃棄物等（発生材）のリサイクル等、再資源化に努

め、再生資源の積極的活用に努めること。 

 

5) 既設設備の機能確保 

・ 必要に応じて電力、ガス、水道等のエネルギー供給のための配管・配線の取り

替え等の措置を講じること。 

・ 既存設備は、工事期間中も従前の機能を確保すること。本件工事に伴い、やむ

を得ず機能が一時的に停止する場合は、事前に本市及び対象校と協議し、学校

運営に支障が生じないよう必要に応じて代替措置を講じること。 

・ 機械警備設備が施工上支障となる場合、本市、対象校及び本市が委託する機械

警備設備管理業者等と協議のうえ、必要な措置を講じること。なお、この場

合、施工等は当該機械警備設備管理業者等が行い、必要な費用は全て本市の負

担とする。 

・ 校内ＬＡＮ設備が施工上支障となる場合、本市、対象校及び本市が委託するＬ

ＡＮ保守業者と協議のうえ、必要な措置を講じること。なお、この場合、動作

確認、調整等は当該ＬＡＮ保守業者が行い、必要な費用は全て本市の負担とす

る。 

・ 非常通報装置、火災警報装置等の防災システムは、本件工事中も正常な動作を

担保すること。やむを得ず稼動できない場合には、本市、対象校及びその他関

係機関と協議し、適切な代替措置を講じることとし、その際に発生する費用は

事業者負担とする。 

 

(4) その他、付随する業務 

1) 調整業務 

① 各種関係機関との調整業務 

・ 受変電設備の新設及び既設受変電設備の改修・更新等を実施する場合は、必

要に応じて本件工事の着手前に電気事業者及び電気主任技術者と協議し、そ

の結果を本市及び対象校に報告すること。 

・ 都市ガスの供給に要する工事を実施する場合は、必要に応じて本件工事の着

手前にガス事業者と協議し、その結果を本市及び対象校に報告すること。な

お、当該工事に伴い発生するガス事業者負担（敷地外工事となる本管延長、

本管からの供給管の分岐、増径等）外の費用は事業者負担とする。ただし、

ガス事業者へ支払う事業者負担の費用については契約変更を行う。 

・ 事業者は、本事業に伴い諸官庁検査を要する工事が発生した場合は、必要に

応じて検査に立会うこと。また、検査対象企業が作成する検査記録を含めた

諸官庁届出書類を確認し、検査結果を本市に報告すること。なお、それらの

費用は事業者負担とする。 
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・ 各種関係機関との調整において、本市の協力が必要な場合、本市は必要に応

じこれに協力する。 

 

② 近隣対策等 

・ 本件工事に先立ち、近隣住民に周知をするための工事案内文を作成し、本市

に提出すること。また、本市の要請に応じて、その他説明資料の作成等に協

力すること。 

・ 本件工事に先立ち、工事案内文を近隣住民へ配布すること。配布する範囲

は、事前に本市及び対象校と協議すること。 

・ 選定事業者の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、

熱風、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他施工業務遂行によ

る近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実

施すること。また、近隣からの通報等については、事業者の責任において、

事業者を窓口として、適切に対処すること。 

 

③ 空調設備の取扱い説明 

選定事業者は、空調設備の所有権移転業務前に空調設備の運用マニュアルを作

成し、対象校関係者が容易に空調設備を操作でき、光熱水費の削減、環境負荷低

減の意識付けが図れるよう、対象校ごとに運用マニュアル及び完成図を配布し説

明会を開催すること。 

 

2) 申請業務 

空調設備工事に当たり必要な官公署（電気・ガス事業者含む。）への申請又は届

出の有無・時期等をあらかじめ調査し、一覧表を対象校ごとに作成して提出するこ

と。また、事業者の責任において、適切に許可申請及び届出を実施すること。 

 

3) 検査業務 

・ 事業者は、対象校ごとに、施工業務を受託する企業による自主検査及び工事監

理業務を受託する企業による施工業務の検査を実施させ、検査結果の報告を受

けること。 

・ 事業者は、上記の検査完了後、対象校ごとに施工業務の完成検査を行い、速や

かに検査結果を本市に報告すること。なお、本市は必要に応じて事業者の完成

検査に立ち会うことができる。 

・ 完成検査の検査員は、本事業において選任された工事監理担当者のうち、当該

対象校の工事を担当した者以外の者の中から対象校ごとに選定すること。 

・ 選定事業者は対象校ごとの当該完成検査の日程を事前に本市及び対象校に対し

て通知すること。 

・ 事業者は、対象校ごとの当該完成検査の日程を事前に本市及び対象校に対して

通知すること。 

・ 事業者は、上記の完成検査を実施後、所有権移転業務に着手する前に、本市の
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完成確認を受けること。なお、完成確認時の指摘事項は所有権移転業務の着手

までに是正工事を完了させ、本市の確認を得ること。 

・ 事業者は完成確認に必要な工事完成図書、施工記録を用意して現場で本市の確

認を受け、本市は整備対象設備の状態が業務水準に適合するか否かについて事

業者立合いのもとで、完成確認を行う。ただし、完成確認をもって、選定事業

者が要求水準適合の責任を免れるものではない。 

 

4) セルフモニタリング 

・ 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリング

の仕組みを導入すること。 

・ セルフモニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書を作

成すること。セルフモニタリング計画書にはセルフモニタリング項目、判断基

準、実施方法、実施時期等を記載し、本市に提出して確認を得ること。 

・ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維

持、向上につなげる仕組みを構築すること。 

・ 本市が行うモニタリングに協力するものとし、モニタリングの費用は本市側の

費用を除き選定事業者の負担とする。 

 

３ 施工業務実施に係る留意事項 

施工業務実施に関しては、以下の事項に留意すること。 

 

(1) 施工業務計画 

・ 本事業の目的及び基本方針を踏まえ、施工業務計画を作成すること。 

・ 施工業務計画には、業務実施にあたっての基本方針、実施体制、施工業務全体の

スケジュール等を記載すること。 

・ 効率的、効果的かつ安定的に業務を遂行できるよう業務の遂行に適した能力及び

経験を有する企業による確実な実施体制を構築すること。 

・ 妥当性があり、かつ、実施可能なスケジュールを計画すること。 

 

(2) 現場作業日・作業時間 

・ 原則として、大阪市の休日を定める条例（平成３年大阪市条例第42号）で定める

市の休日（以下「休日」という。）には作業を行わないが、やむを得ず、危険な

作業や断ガス、停電等学校行事に支障となる作業を休日に行う場合には、事前に

対象校と十分協議を行うこと。 

・ 学校行事等を確認し、事前に対象校と十分協議を行うこと。 

・ 作業時間は、原則午前８時30分から午後５時までとする。なお、対象校により、

始業・終業時間が異なる点に留意すること。 

・ 騒音・振動を伴う作業は、午前９時から午後５時までの間に行うこと。 

・ 授業中に作業を行う場合は、事前に対象校と十分協議を行うこと。 
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(3) 施工計画書 

・ 本件工事の手順や工程、進捗管理や安全管理の方法など、工事を行うにあたって

把握・管理すべきすべての内容をまとめた施工計画書を作成すること。 

・ 安全管理については、要求水準を満たすために配慮する事項や工夫する内容など

を記載すること。 

・ 環境管理については、環境負荷の低減及びアスベスト含有建材の対応に関する内

容を記載すること。 
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第４ 工事監理業務要求水準 

１ 基本事項 

(1) 業務の範囲 

設計図書と工事内容の整合性の確認及び諸検査等の工事監理を行い、定期的に本市

に対して工事及び工事監理の状況を報告すること。工事監理業務には、以下の業務を

含む。 

ａ 施工に係る工事監理業務 

ｂ その他、付随する業務（セルフモニタリング計画書の作成及び提出、調整、報

告、申請、検査等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

(2) 業務の期間 

令和８年４月～令和11年３月 

 

(3) 工事監理体制及び工事監理責任者の配置 

・ 工事監理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者を工事監理責任者及

び各対象校の工事監理担当者として配置し、工事監理業務着手前に本市に書面で

報告すること。なお、工事監理業務の履行期間中において、その者が工事監理責

任者又は工事監理担当者として著しく不適当であると本市が判断した場合には、

選定事業者において速やかに適切な措置を講じること。 

・ 工事監理の業務を行う企業は、本事業における当該対象校の施工業務を担当した

企業であってはならず、また、これらの企業と相互に資本面又は人事面において

密接な関連のある企業であってはならないこととする。 

・ 本事業における当該対象校の施工業務の施工責任者が、同一の小学校の工事監理

担当者になることはできない。 

・ 工事監理担当者が１人につき同時期に担当可能とする校数を選定事業者により提

案すること。なお、業務の繁忙時期における支援体制も併せて示すこと。 

 

(4) 工事監理責任者 

・ 一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有しているこ

と。  

・ 電気設備・機械設備・建築工事の設計趣旨・内容を総括的に把握でき、現場で生

じる各種課題や本市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

(5) 工事監理担当者 

一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士のいずれかの資格を有しているこ

と。 

 

(6) 工事監理業務計画書提出 

工事監理業務着手前に、工事監理の方針を記した工事監理業務計画書を作成し、
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「別紙５ 提出書類一覧（工事監理業務）」に示す書類等とともに本市に提出するこ

と。 

 

(7) 業務の報告及び書類・図書等の提出 

選定事業者は、定期的に本市に対して、工事及び工事監理の状況の説明及び報告を

行うとともに、「別紙５ 提出書類一覧（工事監理業務）」に示す書類・図書等を、

様式を含めて作成のうえ、本市に提出すること。 

 

２ 工事監理業務の要求水準 

(1) 一般的要件 

・ 選定事業者が選任した工事監理担当者は、以下の業務のほか、整備対象設備の設

置工事の適切な監理に必要な業務を行うこと。 

➢ 設置及び関連工事等業務の工事監理 

➢ 設置及び関連工事等業務で作成する全ての書類、図書が事業契約書等に定

めるとおりであるかの審査 

➢ 協議記録の作成及び本市への提出 

・ 工事監理の着手に先立ち、工事監理体制その他工事監理方針について、本市の確

認を得るものとする。なお、工事監理の方法等に変更が生じた場合は、本市との

協議により決定するものとする。 

 

(2) 施工に係る工事監理 

・ 工事監理にあたり、要求水準書が求める工事内容との整合性確認や、設計図書と

の照合を行い、それらに準じた内容となっているか、進捗を含めた確認を行う。 

・ 工事監理担当者は、本市及び対象校に対し工事監理の状況を報告し、本市の確認

を受けること。ただし、この確認は、施工の状況、業務水準に関する本市の認証

を意味するものではない。また、工事監理担当者は、本市又は対象校が要請した

ときには、工事施工の事前及び事後報告、施工状況の随時報告を行うこと。 

・ 工事と設計図書の照合及び確認の結果、工事が設計図書通りに実施されていない

ことが認められる場合は、施工業務を行った企業に対し、当該工事を設計図書の

通りに是正するよう指示するものとする。 

・ 施工業務を行った企業が是正指示に応じない場合は、その旨を本市へ報告のう

え、本市、工事監理担当者、施工業務を行った企業による協議を行うものとす

る。 

 

(3) その他、付随する業務 

1) 調整業務 

施工業務を担当する企業の調整業務が適切に行われるよう本市及び対象校との調

整を行うこと。 
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2) 検査業務 

・ 事業者は、対象校ごとに、工事監理業務を受託する企業による自主検査を実施

させ、検査結果の報告を受けること。 

・ 事業者は、上記の検査完了後、対象校ごとに工事監理業務の完了検査を行い、

速やかに検査結果を本市に報告すること。 

・ 事業者は、上記の完了検査を実施後、所有権移転業務に着手する前に、本市の

完了確認を受けること。なお、完了確認時の指摘事項は所有権移転業務の着手

までに修正し、本市の確認を得ること。 

 

3) セルフモニタリング 

・ 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリング

の仕組みを導入すること。 

・ セルフモニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書を作

成すること。セルフモニタリング計画書にはセルフモニタリング項目、判断基

準、実施方法、実施時期等を記載し、本市に提出して確認を得ること。 

・ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維

持、向上につなげる仕組みを構築すること。 

・ 本市が行うモニタリングに協力するものとし、モニタリングの費用は本市側の

費用を除き選定事業者の負担とする。 

 

３ 工事監理業務実施に係る留意事項 

工事監理業務実施に関して、以下の事項に留意すること。 

 

(1) 工事監理業務計画 

・ 本事業の目的及び基本方針を踏まえ、工事監理業務計画を作成すること。 

・ 工事監理業務計画には、業務実施にあたっての基本方針、実施体制、工事監理業

務全体のスケジュール等を記載すること。 

・ 効率的、効果的かつ安定的に業務を遂行できるよう業務の遂行に適した能力及び

経験を有する企業による確実な実施体制を構築すること。 

・ 妥当性があり、かつ、実施可能なスケジュールを計画すること。 

 

(2) 工事監理要領書 

・ 工事監理業務を統一的又は効率的に行うための業務管理に係る事項等を記載した

工事監理要領書を作成すること。 

・ 工事監理要領書には、施工業務における安全管理が確実に実施されるよう監理す

るために、配慮する事項や工夫する内容などを記載すること。 

・ 工事監理要領書には、施工業務における環境負荷の低減及びアスベスト含有建材

の対応が確実に実施されるよう監理するために、配慮する事項や工夫する内容な

どを記載すること。 
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第５ 所有権移転業務要求水準 

完成確認が完了した対象校は、本市又は選定事業者の申出により、整備対象設備の所有

権移転を行うことができる。ただし、整備対象設備の所有権移転は、令和８年４月から令

和11年３月までの間に行い、令和11年３月までに全整備対象設備の所有権移転を完了させ

ること。なお、各整備対象設備の引き渡し日は最大で年12回とし、毎月末日とする。な

お、詳細な所有権移転のスケジュールは、選定事業者の提案による。 
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第６ 維持管理業務要求水準 

１ 基本事項 

(1) 業務の範囲 

本要求水準書、事業契約書等に従い、整備対象設備の設置時の機能及び性能等を常

に発揮できる最適な状態に保ち、利用者が安全かつ快適に利用できるような品質、水

準を保持するための維持管理を行うこと。維持管理業務には以下の業務を含む。 

ａ 維持管理のための事前調査業務 

ｂ 整備対象設備の性能の維持に必要となる一切の業務（空調設備を事業期間内に利

用できる状態に保つために必要な定期点検、保守、修繕、フィルター清掃、消耗

品交換、その他一切の設備保守管理業務等） 

ｃ 整備対象設備に係る緊急時対応業務（問合せ対応、緊急修繕等） 

ｄ 整備対象設備の運用に係るデータ計測・記録業務 

ｅ 整備対象設備の運用に係るアドバイス業務（運転マニュアルの作成、省エネ運用

に関する助言等） 

ｆ 整備対象設備の法定点検業務（フロン排出抑制法に係る点検業務等） 

ｇ その他、付随する業務（計画書・手順書・帳票等の作成、調整、維持管理記録の

提出・報告、セルフモニタリングによる確認・報告、本市が行うモニタリングへ

の協力等。なお、調整業務には、対象校との調整も含む。） 

 

(2) 業務の期間 

令和８年度施工分  令和８年度中～令和24年３月末 

令和９年度施工分  令和９年度中～令和24年３月末 

令和10年度施工分  令和10年度中～令和24年３月末 

 

(3) 維持管理体制及び維持管理責任者の配置 

維持管理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を維持管理責任者及

び維持管理担当者として配置し、維持管理業務着手前に本市に書面で報告すること。

なお、維持管理業務の履行期間中において、その者が維持管理責任者又は維持管理担

当者として著しく不適当であると本市が判断した場合には、選定事業者において速や

かに適切な措置を講じること。 

 

(4) 維持管理責任者 

・ 空調設備（ＧＨＰ）の維持管理に必要となる資格（例：空調設備の容量等によ

り、第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者）を有していること。 

・ 現場で生じる各種課題や本市からの求めに対し、的確な意思決定ができること。 

 

(5) 維持管理担当者 

空調設備（ＧＨＰ）の維持管理に必要となる資格（例：空調設備の容量等により、

第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者）を有していること。 
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(6) 維持管理業務計画書提出 

維持管理業務着手前に、維持管理の方針を記した維持管理業務計画書を作成し、

「別紙６ 提出書類一覧（維持管理業務）」に示す書類等とともに本市に提出するこ

と。 

 

(7) 業務の報告及び書類・図書等の提出 

選定事業者は、定期的に本市に対して、維持管理の状況の説明及び報告を行うとと

もに、「別紙６ 提出資料一覧（維持管理業務）」に示す書類・図書等を、様式を含

めて作成のうえ、本市に提出すること。 

 

２ 維持管理業務の要求水準 

(1) 一般的要件 

・ 選定事業者は、引渡完了後供用開始日から令和24年３月末までの間、本事業にお

いて空調設備を整備した体育館の室内環境が良好となるよう、維持管理業務を行

うこと。 

・ 原則、対象校からの業務の実施に関する要望は、本市を通じて連絡を受けること

とする。なお、選定事業者及び維持管理を受託する企業が直接対象校から業務の

実施に関する要望を受けた場合、速やかに選定事業者が取りまとめて本市に報告

し、対応を協議すること。故障等不具合に関する要望については、「(4) 緊急

時対応業務」を参照すること。 

・ 維持管理業務に当たって対象校に立ち入る際は、腕章等を着用し容易に識別でき

るようにすること。 

・ 維持管理業務期間中における空調設備に必要なエネルギー費用は本市が負担す

る。 

・ 維持管理期間において本要求水準書にて定めた性能基準及び選定事業者提案内容

の履行状況を確認し、それが満たされない場合は、早急に改善策を検討し、本市

及び対象校の指示に基づき、改善すること。また、空調設備については性能基準

値を超えたことに起因するエネルギー費用は、選定事業者の負担とする。 

・ 書類・図書等の提出に不備、不足がないことを確認するとともに、記載内容が本

要求水準書にて定めた性能基準及び選定事業者提案内容を満たしていることを確

認したことを示す、提出状況・要求性能確認書を業務段階ごとに作成し、本市に

提出して確認を得ること。 

・ 事業期間中に本市はエネルギー供給者を変更する場合があるが、これにより維持

管理業者に追加費用（機器の保守契約費用の増加等）が発生した場合は、本市が

その費用を負担する。 

・ 業務の実施にあたっては対象校と十分協議のうえ、学校教育活動等に支障のない

よう留意すること。 

・ 業務水準が満たされていない場合は、本市又は対象校の指示に基づき、所要の性

能を速やかに回復するよう適切な処置を施すこと。 
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(2) 維持管理のための事前調査業務 

対象校ごとの空調方式を含めた機器整備状況を把握し、維持管理に必要な業務内容

や実施の頻度等を確認の上、実施内容を精査する。 

 

(3) 性能維持業務 

1) 保守点検等 

・ 整備対象設備が適切に稼働できるよう、必要な点検、保守、清掃等を行う。 

・ 基本的な空調環境の提供条件を「別紙７ 空調環境の標準提供条件」に示す。 

・ 選定事業者は、毎年、本市又は対象校と日程を調整のうえ、納入したメーカー

が定める定期点検項目と、その他必要な項目の点検や部品交換を実施するこ

と。それら以外の部品の取替が必要になった時は本市と協議すること。 

・ 点検により、磨耗劣化部品や不具合箇所を早期に発見し、事故を未然に防ぐこ

とに努めること。 

・ フロン排出抑制法が定める定期点検や簡易点検等を行うこと。 

・ フィルター清掃は原則、夏季・冬季の２回、空調設備稼動前に実施すること。

また、前年度の清掃時にフィルターの汚れ具合を確認し、必要であれば、清掃

回数を事業者の負担により増やすこと。なお、著しい劣化による空調設備性能

の低下が懸念される場合は、選定事業者の判断と費用負担により、フィルター

を交換すること。 

・ 空調設備の時間当たり燃料消費量（以下「燃費」という。）は、「(5) デー

タ計測・記録業務」において室内温度及び外気温度等を測定又は計測する小学

校別に検証すること。 

・ 対象校別の夏季実燃費が、基準燃費を越えないように維持管理を行うこと。な

お、実燃費が、基準燃費を越えた場合、選定事業者は不具合調査報告書にて、

その原因を報告すること。なお、基準燃費の算出方法及び燃費の比較方法につ

いては、「別紙８ 基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法」を参照するこ

と。 

 

2) 停電時電力負荷への供給性能の確認 

・ 電源自立型空調ＧＨＰの点検の際は、系統電力停電時を想定し、系統電力に替

わり電源自立型空調ＧＨＰにより発電した電力が「別紙９ 停電時電力負荷条

件」に示す停電時負荷電力へ給電することができる性能が維持されていること

を確認すること。 

・ 本市の避難所開設要員が停電時において停電時電力負荷への給電を行うための

操作が可能となるよう、操作方法等について、「(6) アドバイス業務」に記

載の「運転マニュアル」の整備を行うこと。 

 

3) 事業終了後の配慮 

・ 事業最終年度に空調設備の状況及び今後保全のために必要となる資料の整備を
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行い、本市に提出すること。なお、必要となる資料の内容については、事前に

本市と協議すること。 

・ 事業期間終了後も一定の性能を確保するため、事業最終年度の運用期間中に一

斉点検（エネルギー性能、機器劣化状況等のデータ把握・分析・検証等）を行

い、事業期間終了に向けた維持管理上の配慮（事業期間終了後における継続運

用に向けた性能の確保）を行うこと。 

・ 事業期間終了後における空調機器の運用や再整備等に向けた提案を行うこと。 

 

(4) 緊急時対応業務 

・ 本市及び対象校から空調設備に関する通報、故障、問い合わせ・照会等に応じる

窓口を設置すること。窓口は維持管理業務を行う事業者が務めること。 

・ 本市又は対象校から空調設備の使用に起因する学習環境に関する通報（運転不

良、騒音、温熱環境不良等）又は機器の故障等による不具合発生の連絡があった

際は、速やかに原因を調査し、原因と改善方法等を本市及び対象校に報告するこ

と。 

・ 上記の調査の結果、故障等の不具合によって、空調環境の継続的提供が困難にな

った場合には、速やかに業務水準を満たす代替品を調達し、空調環境を提供でき

る状態にすること。 

・ 機器の故障等による不具合発生時及び要求水準未達が発生した場合は、速やかに

改善工事を実施すること。 

・ 改善工事は、設計業務、施工業務、工事監理業務で規定する要件と同等の要件を

満たすと認められる体制及び資格を有する者等が実施すること。また、工事前又

は工事後において、必要に応じて本市の立会による確認を受けること。 

・ 空調設備に関わる軽微な内容であっても、対象校から学校運営に支障があり、即

時対応を求められた場合は、速やかに対応すること。 

・ 本市及び対象校からの問い合わせ・照会等には、平日の午前９時から午後５時ま

では対応が可能な体制とすること。ただし、非常時は常時連絡を受けられる体制

とすること。 

・ 事故・火災等による非常時及び緊急時の対応について、選定事業者はあらかじめ

本市及び対象校と協議し、維持管理業務計画書及び維持管理年次業務計画書に記

載すること。 

 

(5) データ計測・記録業務 

・ 全体育館ごと（室内機単位）の空調稼働時間、室外機ごとの運転時間等を計測・

記録し、その結果を本市及び対象校に報告すること。 

・ 対象校ごとに、空調環境の提供で消費するエネルギー量を計測し、月ごとに計

量・記録（電気式ＥＨＰ空調機にあっては、デマンド値を含む。）し、本市及び

対象校に報告すること。 

・ 事業期間にわたって、１シーズンごとに対象校のうち10校程度の体育館の室内温

度及び外気温度等を測定又は計測済みのデータを提出し、提供条件の確認を行
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い、本市に報告すること。なお、当該報告を求める対象となる学校は本市がシー

ズンごとに指定する。当該報告を求める対象となる学校ごとの空調設備の「エネ

ルギー消費量」の計測データを半期業務報告書として本市に提出すること。 

・ 空調設備の性能を確認するため、以下に記載する内容を計測、確認し、記録する

こと。 

➢ ガスエネルギー消費量（空調運転に係る消費分） 

➢ 室内機別の運転時間 

➢ 室内機別の室内温度（室内温度の計測が困難な場合は、室内機の吸込温度

を代用することも可能とする。） 

➢ 対象校各校室外機付近の計測データ 

・ 性能基準の確認において、必要な場合は、計測機材を持ち込み、室内温度及び外

気温度等を測定し、提供条件の確認を行い、本市に報告する。なお、測定は換気

設備を停止した状態で行うこと。 

 

(6) アドバイス業務 

・ 空調環境の提供開始時までに、対象校ごとに整備対象設備の概要、操作方法、省

エネ運用の方法、不具合発生時の対処及び緊急連絡先等を記載した「運転マニュ

アル 」を作成し、対象校に提供すること。 

・ 空調環境の提供開始時までに、上記の「運転マニュアル」を用いて、各対象校に

おいて、整備対象設備の取扱方法及び操作方法についての説明、助言を行うこ

と。 

・ 本市又は対象校から整備対象設備の取扱方法及び操作方法等について質問を受け

た場合には、迅速かつ適切に説明及び助言を行うこと。 

・ 室外機別データを確認し所定の取り扱いが行われていることを定期的に確認す

る。また、本市にその内容の説明及び助言を行うこと。 

・ 「(5) データ計測・記録業務」による計測結果に基づき、省エネルギーの推進

等、整備対象設備の効率的な運用のために改善の余地がある対象校がある場合に

は、本市及び当該対象校に対して、整備対象設備の効率的な運用のための助言を

行うこと。 

 

(7) 法定点検 

・ 整備対象設備について、第６－１－(3)に定める有資格者によるフロン排出抑制

法に基づく定期点検を実施し、その結果を記録し、本市及び対象校に報告するこ

と。 

・ 同法に基づく簡易点検は、シーズンイン点検に併せて実施すること。 

・ これらの点検で、整備対象設備について冷媒の漏洩等が認められる場合は、本市

及び対象校に報告し、速やかに対策を講じること。 

 

(8) その他、付随する業務 

1) 調整業務 
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維持管理業務の中で必要に応じて、電気保安管理業務受託者、電気事業者、電気

主任技術者、都市ガス事業者、近隣等と協議・調整を実施すること。 

 

2) 申請業務 

空調設備工事に当たり必要な官公署・企業（電気・都市ガスを含む。）への申請

又は届出の有無・時期等をあらかじめ確認し、対応すること。また、選定事業者の

責任において、適切に許可申請、届出を実施すること。 

 

3) セルフモニタリング 

・ 各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認するセルフモニタリング

の仕組みを導入すること。 

・ セルフモニタリングについての計画を記載したセルフモニタリング計画書を作

成すること。セルフモニタリング計画書にはセルフモニタリング項目、判断基

準、実施方法、実施時期等を記載し、本市に提出して確認を得ること。 

・ セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、サービスの質の維

持、向上につなげる仕組みを構築すること。 

・ 本市が行うモニタリングに協力するものとし、モニタリングの費用は本市側の

費用を除き選定事業者の負担とする。 

 

３ 維持管理業務実施に係る留意事項 

維持管理業務実施に関しては、以下の事項に留意すること。 

 

(1) 維持管理業務計画 

・ 本事業の目的及び基本方針を踏まえ、維持管理業務計画を作成すること。 

・ 維持管理業務計画には、業務実施にあたっての基本方針、実施体制、維持管理業

務全体のスケジュール等を記載すること。 

・ 整備対象設備の故障等の不具合発生時には、迅速な対策がとれる体制を構築する

とともに、改善等の処置が効率的に行えるよう対策を講じること。 

・ 本市及び各対象校からの問合せ・照会等に対して、迅速に対応できる体制を構築

すること。 

・ 効率的、効果的かつ安定的に業務を遂行できるよう業務の遂行に適した能力及び

経験を有する企業による確実な実施体制を構築すること。 

・ 妥当性があり、かつ、実施可能なスケジュールを計画すること。 

 

(2) 維持管理要領書 

・ 維持管理業務を統一的又は効率的に行うための業務管理に係る事項等を記載した

維持管理要領書を作成すること。 

・ 維持管理要領書には、空調設備の特徴、学校現場の安全、環境への配慮等につい

て記載すること。 
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・ 空調設備の特徴については、性能・機能・エネルギー方式等や各対象校の敷地条

件の違いを踏まえ維持管理計画において配慮すべき点や工夫、将来の改修等を見

据えた対応等について記載すること。 

・ 学校現場の安全を確保するために配慮すべき点や工夫について記載すること。 

・ 環境への配慮等については、環境負荷の低減に関する工夫等について記載するこ

と。 
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第７ 所有権移転後の移設業務要求水準 

１ 基本事項 

(1) 業務の範囲 

所有権移転後の移設業務には以下の業務を含む。 

ａ 空調設備の所有権移転後に、対象校の統合、改修・改築工事、設備工事等によ

り空調設備の移設（設備の保管を含む。）が必要となった場合の移設業務 

 

(2) 業務の期間 

令和24年３月末まで 

 

２ 移設業務に関する要求水準 

(1) 一般的要件 

・ 対象校の統合、改修・改築工事、設備工事等により、整備対象設備の移設（設備

の保管を含む。）が必要となった場合、本市の指示に基づき業務を実施するこ

と。 

・ 上記の整備対象設備の移設に係る費用は、本市の負担とし、本市は、当該移設に

際し、別途に締結する契約に基づき、当該移設の費用を選定事業者に対して支払

う。支払方法は、本市及び選定事業者が協議して定める。 

・ 事業期間中に、移設が必要となり、本市が移設を実施すると決定した場合、本市

は本事業の選定事業者、設計企業、施工企業又は維持管理企業を優先交渉権者と

して空調設備の移設について発注することを予定している。 

・ 移設業務を本市が発注した場合は、設計業務、施工業務、工事監理業務で規定す

る要件と同等の要件を満足すると認められる体制、資格を有する者等が実施する

こと。 

・ 移設を行った場合は、空調設備の維持管理を行うこと。なお、移設により維持管

理に要する費用が増減する場合には、本市は、事業者との協議を踏まえ維持管理

業務の対価を改定する場合がある。 
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第８ 空調設備の機能・性能に関する要求水準 

１ 共通事項 

・ 維持管理期間中、空調設備を使用する期間（夏季）において、180ｗ／㎡の負荷を

目安とする能力を有すること。 

・ 運転に関して有資格者等の常駐を必要としない機器とすること。 

・ 運用にあたっては、教職員による容易な管理・取扱いができること。 

・ 空調設備について、ＧＨＰの場合は高効率機器を、ＥＨＰの場合はトップランナー

機器の採用を行う等、消費エネルギー量を削減するとともに、運用に係る費用の負

担軽減や環境負荷の低減に貢献すること。 

・ 費用対効果の最も高い設備を採用すること。 

・ 機器の仕様は、設備の長寿命化等に配慮するとともに、故障時には速やかに復旧が

可能となるよう配慮すること。 

・ 耐久性の高い設備を採用すること。 

 

２ 空調設備の型式 

・ 本事業において整備する空調設備は次に示す型式を基本とする。 

型式：「ガス式 ＧＨＰ空調機（電源自立型）」 

※都市ガス式の電源自立型空調ＧＨＰを２台以上設置するものとし、２台

を超える部分については標準型でも可とする。 

・ 各対象校の室外機の想定機器能力及び台数は本市から示す。 

・ ガス式ＧＨＰ空調機については、都市ガス停止時の稼働は行わないものとする。 

・ 設置条件等により、電気式ＥＨＰ空調機を設置した場合は、自家発電設備は不要と

し、停電時の稼働は行わないものとする。 

 

３ 冷暖房機器設備 

(1) 一般事項 

・ 空冷ヒートポンプ空調設備の冷暖房切替え型を採用すること。 

・ 冷媒は、オゾン層破壊係数ゼロのものを使用すること。また、同一能力をもつ機

種に、使用する冷媒が複数選択可能な場合は、原則として、本事業で使用する主

たる冷媒を優先的に使用すること。 

・ 環境負荷低減へ向け、ヒートポンプエアコンはグリーン購入法（国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律）や環境省ＬＤ－Ｔｅｃｈ認証制度に適合し

た機器を選定すること。 

・ リサイクル材やリサイクル性の高いエコマテリアルの積極的採用に努め、環境負

荷低減に配慮すること。 

・ 設備機器の設置においては、転倒防止対策を施すこととし、固定等は、建築設備

耐震設計・施工指針（独立行政法人建築研究所監修）の最新版に準拠すること。

ただし、校舎屋上へ室外機を設置する場合は、本市の示す設置方法とする。設置

方法については、大阪市立中学校体育館空調設備整備工事図面を参考資料として
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貸与する。 

・ 空調設備の燃費は対象校別に検証すること。対象校別の実燃費が対象校別の基準

燃費を超えないようにすること。基準燃費及び実燃費の算出方法については、

「別紙８ 基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法」を参照すること。 

・ 空調設備の運転に使用したガス使用量を測定できるメーターを設置すること。 

・ 屋外露出配線は厚鋼電線管による金属管配線による配線とし、金属管には塗装を

施すこと。 

・ 屋内露出配線は、金属管配線又は金属線ぴ配線とする。金属管には塗装を施すこ

と。 

・ 架空配線の際は地上からの離隔に配慮すること。 

・ 屋外に設置する電源盤は、ステンレス製（ＳＵＳ304）とし、メラミン焼付指定

色塗装とする。なお、ハンドルは防水平面式とする。また、施工者（事業者）銘

板（事業名、施工者名、施工年月）を電源盤に設置する。 

・ プルボックスの仕様は、屋内は鋼板製（塗装あり）、屋外はステンレス鋼板製

（塗装無し、防水）又は耐衝撃性硬質塩化ビニル製とすること。 

・ あと施工アンカーは、おねじ形メカニカルアンカー又は接着系アンカーを使用

し、後者を使用する場合は、所定の強度が発現するまで養生を行う。アンカーに

ついては、引き抜き強度を計算のうえ、施工手順書の提出を行う。 

・ 屋外で使用するボルト、配管支持材は防食に配慮すること。 

・ 屋内外を問わず学校関係者の手の届く位置にある配管、ダクト及び保温等の耐久

性、耐衝撃性に留意すること。 

・ 漏電遮断器の負荷に対する専用の接地を施すこと。なお、既設Ｄ種接地（ＥＬ

Ｂ）を使ってもよい。 

・ 金属製可とう電線管を使用する場合は、ビニル被覆付とする。なお、屋外に位置

するものについては、防水性のある部材を使用すること。 

・ 空調設備を選定する際に熱負荷計算を実施する必要がある場合は、建築設備設計

基準（国土交通省）の最新版及び次に示す表による。なお、各校各対象室の形

状、材質、環境に応じた熱負荷計算を行うこと。また、熱負荷計算には外気負荷

を適切に加算すること。 

 

(2) 温湿度条件 

 
外気 室内 

夏季 夏季 

乾球温度（℃） 35.7 26 

相対湿度（％） 49.2 50 

出典：建築設備設計基準（国土交通省）令和３年度版 表２－11 

大阪市都市整備局公共建築部企画設計課（設備グループ）標準図機械設備工事特記仕様書 

※設計用屋外条件（大阪）夏季に室内条件を守ること。ただし、空調機設置後１年

目は同条件より著しく下回らないようにすることとし、１年目の測定結果に基づ
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いて本市と協議のうえ、２年目以降の室内条件を決定することとする。なお、湿

度については成行とする。 

 

(3) 照明負荷 

［Ｗ／㎡］ 10 

出典：建築設備設計基準（国土交通省）令和３年度版 表２－７ 

※ＬＥＤ照明（設計照度 750lx、事務室等）の下面開放型とルーバー有の中間値と

する。 

 

(4) 体育館人員数 

 児童 教員 

小学校 105 ３ 

 

(5) 人体負荷 

 顕熱ＳＨ 潜熱ＬＨ 

［Ｗ／人］ 55 66 

出典：建築設備設計基準（国土交通省）令和３年度版 

 

(6) 外気負荷 

・ 学校環境衛生基準に準じ室内二酸化炭素濃度1,500ｐｐｍ以下を維持する換気風

量を見込むこと。 

・ すきま風については、建築設備設計基準（国土交通省）に準じ、窓面積法にて算

出することとし引違窓、気密中程度、風速６ｍ／ｓとし係数を2.4とする 

 

(7) 日射負荷 

遮蔽係数 

ＳＣ＝1.00 

※カーテン・暗幕等は開けた状態での使用を想定し、遮蔽係数は上表の値を使用す

る。 

 

(8) 空調機器の選定に用いる経年係数・機器補正値 

経年係数、機器能力の補正は下記の値を用いる。なお、外気温度、室内温度及び配

管長等による機器能力の補正は、実際に使用する機器の能力特性を用いてよい。 

 

 

 

 

(9) 室外機 

・ 室外機は、最も費用対効果の高い、効率の良い機種とすること。 

・ ＧＨＰ室外機を設置する場合は、臭気低減仕様とすること。 

機器補正値 1.05 

経年係数 1.05 
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・ 高調波抑制対策技術指針に則り、必要であれば対策を実施すること。 

・ 各体育館の状況にあわせ、経済的に最も効率のよい室外機の系統分けを計画する

こと。 

・ 室内機、室外機のドレンを適切に排水するよう配慮すること。埋設管や側溝への

干渉が生じる箇所や上部に室外機を設置しないこと。やむを得ず、設置する場合

は、原則迂回工事を行い適切に処置すること。なお、撤去又は移設するに当た

り、事前に本市及び対象校と協議すること。 

・ 学校関係者の安全確保、機器類の保全、いたずら防止の観点から、室外機、配管

に容易に手が触れることのできる箇所ではフェンス等を取り付けるものとするこ

と。校舎又は体育館を用いて囲う場合は、その面は不要とすることができる。 

 

(10) 室内機 

・ 原則として、室内機は天吊形とすること。 

・ 室内機は対象室内の気流や温度分布に十分配慮した台数をギャラリーの下部等の

適切な位置に設置すること。 

・ 振れ止め金具は脱落を防止するため、吊りボルトを包み込む形状のもの又はボル

ト締めのものを使用すること。 

・ ボール等の室内機への直接の接触を防ぐため室内機のメンテナンスが可能な防球

カバー等を設置すること。 

 

４ 配管設備 

(1) 共通事項 

・ 原則として、配管等は壁面の貫通とする。 

・ コンクリート壁穿孔時には、鉄筋及び埋設電線等に支障のないことをレントゲン

等の配筋探査等で確認のうえ、適切な穿孔箇所を検討し施工すること。 

 

(2) 冷媒管 

・ 経済的に最も効率の良いルートを選択し配管すること。 

・ 通常、児童の手の届かない位置に配管すること。 

・ 避難動線等に干渉しない位置に配管すること。 

・ 屋外露出の仕上げは化粧カバーとすること。 

・ 原則として、屋内露出配管は認めない。やむを得ず屋内露出とする場合の仕上げ

は、ボール等の衝突等を考慮したものとすること。なお、対象室にギャラリーが

ある場合は、少なくともギャラリー面の高さまでは衝突等防止対策を実施するこ

と。 

 

(3) ドレン管 

・ 空調設備のドレンは、本市と協議のうえ適切に放流すること。また、必要に応じ

てドレン用トラップ等を設置すること。 
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・ 原則として、屋内露出配管は認めない。 

・ 屋内ドレン管は、原則として結露防止層付ドレン管とし、屋外ドレンはカラーＶ

Ｐとすること。 

・ ＧＨＰ室外機にはドレン中和剤が搭載されている機種を選定すること。ドレンの

原液は強酸性であるので、児童の手の届かない位置に放流すること。 

 

５ 電源工事 

・ 屋外キュービクル又は電気室・校舎間、校舎・校舎間等を横断する配線は、原則と

して、架空又は地中埋設（管路式）とすることとし、詳細は本市と協議のうえ、決

定する。 

・ 更新に伴い消費電力等に変更が生じる場合は、各室外機、室内機の消費電力等に見

合った容量のブレーカー並びに配線に取り替えを行うこと。 

 

６ コントローラー 

(1) 個別リモコン 

・ 壁付けワイヤード型とし、鍵付き箱内収納とすることとし、盤下の角にゴムシー

トを貼り付けること。なお、体育館内にステージがない場合に限りアリーナ内に

設置することとし、その場合は衝突による怪我防止用に緩衝材を取り付ける等の

安全対策をすること。なお、箱体は鋼板製壁掛型とし、指定色塗装とする。 

・ 原則、体育館のステージ舞台袖側にまとめて設置することとし、系統ごとに稼働

機器が判別できるよう、盤面レイアウトを行うこと。また、系統ごとに自立運転

切替スイッチを設けること。 

・ 将来対応として、課金システム導入を考慮したスペースを設けること。 

・ 停電時利用の自立負荷用コンセントは赤色とし、プレートは簡易キー付きとする

こと。 

・ 運転、停止、設定温度、風量、タイマー設定が行えるものとすること。 

・ 「停止－運転」切替用スイッチは２極用とし、１個のキースイッチでコンセント

入力の切替と制御接点の切替を行えるものとすること。 

・ リモコンスイッチは、可能な限り操作方法が同様なもの、又は同じものに揃え統

一感を図ること。 

・ 空調設備供用開始日における各種設定については、事前に本市及び対象校と協議

すること。 

 

(2) その他 

・ 温度、運転時間等の計測を目的として、集中管理コントローラーを設置するこ

と。設置場所は個別リモコンと合わせて、鍵付き箱内収納とする。 

・ 対象校ごとに、整備対象設備の空調環境の提供に係る消費エネルギー量（ＧＨＰ

に関してはガス量、ＥＨＰに関しては室外機電力量）を一般消費分とは別に計量

できるようにすること。 
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・ 故障警報など維持管理業務を効率的かつ効果的に実施するために、遠隔監視用等

の制御設備やシステムを導入することも可能である。 

・ 設置条件等により、電気式ＥＨＰ空調機を設置した場合、供用開始後に、本事業

による電力消費が原因で、受変電設備の容量が不足する事態が生じた場合、事業

者は速やかに受変電設備の改善工事を行うこと。 
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別紙１ 本事業の対象校一覧 

No 学校名 所在地 

１ 滝川小学校 北区天満１－24－15 

２ 堀川小学校 北区東天満２－10－７ 

３ 西天満小学校 北区西天満３－12－21 

４ 菅北小学校 北区菅栄町９－５ 

５ 豊崎東小学校 北区長柄中２－３－30 

６ 豊崎本庄小学校 北区本庄西２－１－16 

７ 中津小学校 北区中津３－34－18 

８ 大淀小学校 北区大淀中４－10－33 

９ 豊仁小学校 北区長柄西２－６－20 

10 豊崎小学校 北区豊崎４－５－９ 

11 扇町小学校 北区扇町２－７－24 

12 桜宮小学校 都島区東野田町１－10－19 

13 中野小学校 都島区中野町３－10―５ 

14 高倉小学校 都島区高倉町３－３－10 

15 淀川小学校 都島区毛馬町３－５－39 

16 都島小学校 都島区都島本通３－10―３ 

17 内代小学校 都島区内代町３－４－６ 

18 東都島小学校 都島区都島本通４－24－20 

19 大東小学校 都島区毛馬町２－11－111 

20 友渕小学校（本校） 都島区友渕町１－３－123 

21 友渕小学校（分校） 都島区友渕町１－３－187 

22 福島小学校 福島区福島４－５－６ 

23 玉川小学校 福島区玉川２－13－16 

24 野田小学校 福島区野田５－13－22 

25 吉野小学校 福島区吉野３－10－５ 

26 大開小学校 福島区大開２－10－28 

27 鷺洲小学校 福島区鷺洲５－６－８ 

28 海老江東小学校 福島区海老江１－６－19 

29 海老江西小学校 福島区海老江８－１－10 

30 上福島小学校 福島区福島７－４－33 

31 西九条小学校 此花区西九条４－３－41 

32 四貫島小学校 此花区四貫島２－16－29 

33 島屋小学校 此花区島屋２－９－36 

34 伝法小学校 此花区伝法３－13－10 
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No 学校名 所在地 

35 梅香小学校 此花区梅香３－17－29 

36 高見小学校 此花区高見１－３－35 

37 酉島小学校 此花区酉島２－５－12 

38 春日出小学校 此花区春日出中１－13－23 

39 玉造小学校 中央区玉造２－３－43 

40 南大江小学校 中央区農人橋１－３－３ 

41 中大江小学校 中央区糸屋町２－３－14 

42 開平小学校 中央区今橋１－５－７ 

43 高津小学校 中央区高津３－４－21 

44 南小学校 中央区東心斎橋１－14－29 

45 中央小学校 中央区瓦屋町２－８－４ 

46 西船場小学校 西区江戸堀１－21－28 

47 日吉小学校 西区南堀江４－９－19 

48 本田小学校 西区川口１－５－19 

49 堀江小学校（東学舎） 西区北堀江３－２－16 

50 堀江小学校（西学舎） 西区北堀江４－９－35 

51 明治小学校（本校） 西区阿波座２－３－35 

52 市岡小学校 港区市岡３－２－24 

53 磯路小学校 港区磯路３－７－７ 

54 三先小学校 港区三先２－６－32 

55 田中小学校 港区田中２－10－34 

56 波除小学校 港区波除３－６－８ 

57 築港小学校 港区築港１－10－38 

58 南市岡小学校 港区南市岡２－６－35 

59 弁天小学校 港区弁天２－９－35 

60 三軒家西小学校 大正区三軒家西１－20－26 

61 泉尾東小学校 大正区千島１－16－16 

62 中泉尾小学校 大正区泉尾３－23－34 

63 北恩加島小学校 大正区泉尾５－17－31 

64 南恩加島小学校 大正区南恩加島３－６－11 

65 鶴町小学校 大正区鶴町２－６－24 

66 泉尾北小学校 大正区泉尾２－21－24 

67 三軒家東小学校 大正区三軒家東２－12－59 

68 真田山小学校 天王寺区玉造本町14－41 

69 味原小学校 天王寺区味原町８－19 
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70 桃陽小学校 天王寺区堂ヶ芝１－２－23 

71 五条小学校 天王寺区小宮町９－28 

72 聖和小学校 天王寺区寺田町１－６－37 

73 大江小学校 天王寺区四天王寺１－９－18 

74 生魂小学校 天王寺区上汐４－１－25 

75 敷津小学校 浪速区敷津東３－９－32 

76 塩草立葉小学校 浪速区塩草１－４－31 

77 難波元町小学校 浪速区元町１－５－30 

78 栄小学校 浪速区浪速東１－１－61 

79 大国小学校 浪速区大国１－９－３ 

80 柏里小学校 西淀川区柏里２－13－33 

81 野里小学校 西淀川区野里２－21－13 

82 姫里小学校 西淀川区姫里２－８－24 

83 姫島小学校 西淀川区姫島１－10―４ 

84 福小学校 西淀川区福町２－５－23 

85 大和田小学校 西淀川区大和田４－３－24 

86 川北小学校 西淀川区中島１－11－20 

87 佃小学校 西淀川区佃１－21－12 

88 香蓑小学校 西淀川区御幣島６－５－25 

89 御幣島小学校 西淀川区御幣島３－５－５ 

90 歌島小学校 西淀川区歌島２－５－18 

91 出来島小学校 西淀川区出来島２－２－24 

92 佃西小学校 西淀川区佃２－15－30 

93 神津小学校 淀川区十三元今里２－３－12 

94 田川小学校 淀川区田川２－９－37 

95 加島小学校 淀川区加島１－60－28 

96 三津屋小学校 淀川区三津屋中１－４－14 

97 新高小学校 淀川区新高１－15－53 

98 野中小学校 淀川区野中北１－11－26 

99 十三小学校 淀川区十三東４－３－６ 

100 木川小学校 淀川区木川東３－７－32 

101 三国小学校 淀川区三国本町３－９－18 

102 北中島小学校 淀川区宮原５－３－４ 

103 塚本小学校 淀川区塚本３－５－６ 

104 東三国小学校 淀川区東三国６－３－24 
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No 学校名 所在地 

105 西三国小学校 淀川区西三国１－21－28 

106 新東三国小学校 淀川区東三国３－９－10 

107 宮原小学校 淀川区三国本町１－16－44 

108 東淡路小学校 東淀川区東淡路３－３－32 

109 西淡路小学校 東淀川区西淡路５－５－32 

110 菅原小学校 東淀川区菅原６－３－25 

111 新庄小学校 東淀川区上新庄２－20－５ 

112 大隅東小学校 東淀川区瑞光５－８－19 

113 豊里小学校 東淀川区豊里５－14－60 

114 下新庄小学校 東淀川区下新庄５－２－９ 

115 井高野小学校 東淀川区井高野１－28－17 

116 大桐小学校 東淀川区大桐４－１－15 

117 豊新小学校 東淀川区豊新４－17－26 

118 東井高野小学校 東淀川区井高野２－８－28 

119 大隅西小学校 東淀川区大隅２－３－18 

120 豊里南小学校 東淀川区豊里５－12－41 

121 大道南小学校 東淀川区大道南１－23－６ 

122 東小橋小学校 東成区東小橋３－10－37 

123 大成小学校 東成区大今里西３－２－62 

124 中道小学校 東成区玉津１－７－39 

125 北中道小学校 東成区中道２－９－20 

126 中本小学校 東成区中本４－２－32 

127 東中本小学校 東成区東中本２－９－３ 

128 今里小学校 東成区大今里１－35－29 

129 片江小学校 東成区大今里南２－13－２ 

130 神路小学校 東成区大今里４－６－19 

131 深江小学校 東成区深江南１－４－６ 

132 鶴橋小学校 生野区桃谷２－20－32 

133 東桃谷小学校 生野区勝山北３－７－21 

134 東中川小学校 生野区新今里７－14－37 

135 小路小学校 生野区小路２－24－40 

136 東小路小学校 生野区小路東３－８－15 

137 巽小学校 生野区巽中３－12－５ 

138 北巽小学校 生野区巽北１－30－29 

139 巽南小学校 生野区巽南２－10－７ 
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140 巽東小学校 生野区巽東３－８－13 

141 田島南小学校（第２校地） 生野区田島５－23－７ 

142 大池小学校 生野区中川３－４－３ 

143 生野未来学園（前期） 生野区生野西３－５－40 

144 清水小学校 旭区清水５－１－12 

145 古市小学校 旭区森小路２－10－35 

146 大宮小学校 旭区大宮４－９－16 

147 高殿小学校 旭区高殿６－９－10 

148 大宮西小学校 旭区中宮１－８－14 

149 生江小学校 旭区生江１－10－21 

150 城北小学校 旭区赤川３－13－47 

151 新森小路小学校 旭区新森６－３－13 

152 高殿南小学校 旭区高殿３－10－30 

153 榎並小学校 城東区野江４－１－28 

154 関目小学校 城東区関目６－５－５ 

155 鯰江小学校 城東区今福西３－９－27 

156 聖賢小学校 城東区新喜多２－４－35 

157 中浜小学校 城東区中浜２－12－35 

158 鴫野小学校 城東区鴫野西４－11－48 

159 諏訪小学校 城東区永田２－15－５ 

160 成育小学校 城東区成育１－５－19 

161 すみれ小学校 城東区古市２－６－38 

162 東中浜小学校 城東区東中浜５－４－５ 

163 森之宮小学校 城東区森之宮１－６－64 

164 鯰江東小学校 城東区今福東１－３－26 

165 榎本小学校 鶴見区今津北１－５－35 

166 茨田南小学校 鶴見区諸口１－３－71 

167 茨田北小学校 鶴見区浜３－８－66 

168 鶴見小学校 鶴見区鶴見４－14－10 

169 今津小学校 鶴見区今津中４－１－48 

170 茨田東小学校 鶴見区茨田大宮３－７－61 

171 茨田西小学校 鶴見区横堤５－13－61 

172 横堤小学校 鶴見区横堤１－11－83 

173 みどり小学校 鶴見区緑２－４－45 

174 鶴見南小学校 鶴見区鶴見２－17－22 
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175 茨田小学校 鶴見区安田２－１－８ 

176 焼野小学校 鶴見区焼野１－３－44 

177 高松小学校 阿倍野区天王寺町北３－17－19 

178 常盤小学校(本校） 阿倍野区松崎町３－11－12 

179 晴明丘小学校 阿倍野区晴明通10－34 

180 金塚小学校 阿倍野区旭町３－４－46 

181 丸山小学校 阿倍野区丸山通１－４－43 

182 阿倍野小学校 阿倍野区阪南町２－17－21 

183 阪南小学校 阿倍野区阪南町５－７－40 

184 長池小学校 阿倍野区長池町20－26 

185 苗代小学校 阿倍野区阪南町１－26－30 

186 晴明丘南小学校 阿倍野区帝塚山１－23－８ 

187 粉浜小学校 住之江区粉浜２－６－６ 

188 安立小学校 住之江区住之江１－４－29 

189 敷津浦小学校 住之江区北島２－９－22 

190 加賀屋小学校 住之江区北加賀屋２－５－26 

191 住吉川小学校 住之江区西加賀屋４－１－４ 

192 北粉浜小学校 住之江区粉浜１－５－40 

193 住之江小学校 住之江区御崎４－６－43 

194 平林小学校 住之江区平林南２－６－48 

195 加賀屋東小学校 住之江区東加賀屋１－６－25 

196 新北島小学校 住之江区新北島６－２－56 

197 南港光小学校 住之江区南港中４－４－22 

198 南港桜小学校 住之江区南港中５－２－48 

199 清江小学校 住之江区御崎５－７－18 

200 東粉浜小学校 住吉区東粉浜２－３－26 

201 住吉小学校 住吉区帝塚山西４－１－35 

202 長居小学校 住吉区長居東３－３－40 

203 依羅小学校 住吉区我孫子４－11－48 

204 墨江小学校 住吉区墨江２－３－46 

205 遠里小野小学校 住吉区遠里小野６－６－27 

206 清水丘小学校 住吉区清水丘２－９－41 

207 南住吉小学校 住吉区南住吉３－５－１ 

208 大空小学校 住吉区我孫子西１－６－12 

209 大領小学校 住吉区大領３－３－５ 



48  

No 学校名 所在地 

210 苅田小学校 住吉区苅田３－５－34 

211 山之内小学校 住吉区山之内２－17－39 

212 苅田南小学校 住吉区苅田10－１－35 

213 苅田北小学校 住吉区苅田１－11－39 

214 桑津小学校 東住吉区桑津５－13－13 

215 田辺小学校 東住吉区田辺２－３－34 

216 東田辺小学校 東住吉区東田辺２－14－６ 

217 南田辺小学校 東住吉区南田辺４－３－４ 

218 育和小学校 東住吉区杭全４－10－12 

219 鷹合小学校 東住吉区鷹合３－12－38 

220 今川小学校 東住吉区今川４－24－４ 

221 矢田東小学校 東住吉区住道矢田２－７－43 

222 矢田西小学校 東住吉区公園南矢田２－15－43 

223 矢田北小学校 東住吉区照ヶ丘矢田２－１－55 

224 湯里小学校 東住吉区湯里６－８－３ 

225 喜連小学校 平野区喜連７－６－４ 

226 長吉小学校 平野区長吉長原２－６－55 

227 瓜破小学校 平野区瓜破５－３－11 

228 加美小学校 平野区加美正覚寺３－13－35 

229 加美南部小学校 平野区加美南１－９－17 

230 平野南小学校 平野区平野南２－３－８ 

231 長吉東小学校 平野区長吉出戸８－８－41 

232 喜連西小学校 平野区喜連西３－17－61 

233 長吉南小学校 平野区長吉六反３－２－17 

234 瓜破北小学校 平野区瓜破１－８－33 

235 長原小学校 平野区長吉長原東３－10－９ 

236 喜連東小学校 平野区喜連東２－２－17 

237 瓜破東小学校 平野区瓜破東２－５－78 

238 加美北小学校 平野区加美北７－４－10 

239 長吉出戸小学校 平野区長吉出戸３－１－43 

240 瓜破西小学校 平野区瓜破西２－１－43 

241 喜連北小学校 平野区喜連１－７－４ 

242 川辺小学校 平野区長吉川辺１－４－９ 

243 新平野西小学校 平野区背戸口１－５－22 

244 天下茶屋小学校 西成区聖天下１－11－35 
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245 岸里小学校 西成区千本中１－８－22 

246 玉出小学校 西成区玉出中２－13－48 

247 千本小学校 西成区千本中２－８－８ 

248 橘小学校 西成区橘２－１－29 

249 長橋小学校 西成区長橋２－３－21 

250 北津守小学校 西成区北津守３－３－40 

251 南津守小学校 西成区南津守６－１－14 

252 まつば小学校 西成区梅南３－２－25 
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別紙２ 遵守すべき法制度等 

 

１ 法令等 

 計量法 

 消防法 

 労働安全衛生法 

 労働基準法 

 電気事業法 

 騒音規制法 

 振動規制法 

 学校保健安全法 

 建築基準法 

 建築士法 

 建設業法 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

 大気汚染防止法 

 石綿障害予防規則 

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

 高圧ガス保安法 

 ガス事業法 

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

 下水道法 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 労働者災害補償保険法 

 道路交通法 

 文化財保護法 

 個人情報の保護に関する法律 

 電気設備に関する技術基準を定める省令 

 手すり先行工法等に関するガイドライン 

 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 

 その他本事業の実施に関係する法令等 

  



51  

２ 条例等 

 大阪市建築基準法施行条例 

 大阪市建築基準法施行細則 

 大阪市環境基本条例 

 大阪市暴力団排除条例 

 大阪市の休日を定める条例 

 大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例 

 大阪市火災予防条例 

 大阪市下水道条例 

 大阪市グリーン調達方針 

 その他本事業の実施に関係する条例等 

 

３ 参考基準・指針等 

本業務を行うにあたっては、以下の基準・指針等を適宜参考にすること（特に記載の

ないものは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修とする。）。 

なお、基準・指針等はすべて最新版が適用され、事業期間中に改訂された場合は、改

訂内容への対応について本市及び選定事業者で協議を行う。 

 

 学校環境衛生基準（文部科学省スポーツ・青少年局長通知） 

 公共建築工事標準仕様書 建築工事編 

 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編 

 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 

 建築工事標準詳細図 

 公共建築設備工事標準図 電気設備工事編 

 公共建築設備工事標準図 機械設備工事編 

 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編 

 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編 

 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編 

 建築設備設計基準 

 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建

築研究所監修） 

 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

 建築工事監理指針 

 電気設備工事監理指針 

 機械設備工事監理指針 

 建築保全業務共通仕様書 

 営繕工事写真撮影要領 

 工事写真の撮り方 建築設備編（一般社団法人 公共建築協会編） 

 内線規程（一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編） 

 高圧受電設備規程（一般社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編） 
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 高調波抑制対策技術指針（一般社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員

会編） 

 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（有害物質含有等製品廃棄

物の適正処理検討会） 

 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュア

ル（厚生労働省・環境省） 

 各種計算基準（一般社団法人 日本建築学会） 

 その他本事業の実施に関係する基準・指針等 
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別紙３ 提出書類一覧（設計業務） 

 

１ 着手前に提出する書類※１ 

※１ 本市の求めに応じて、選定事業者と設計業務を行う企業との間で締結した契約に関する書類の写

しを提出すること。 

※２ セルフモニタリングに関する計画書について、様式を含めて作成し提出すること。 

※３ 設計責任者及び設計担当者について、資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を添

付すること。 

 

２ 設計中に提出する書類 

 

  

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング計画書※２ １ Ａ４  

２ 設計業務計画書 １ Ａ４  

３ 設計業務着手届 １ Ａ４  

４ 設計業務予定工程表 １ Ａ４  

５ 設計責任者等届※３ １ Ａ４ 経歴書等を含む 

６ 設計要領書 １ Ａ４  

７ 
大阪市暴力団排除条例第８条第２

項に基づく事業者からの誓約書 
１ Ａ４ 下請負人 

８ 個人情報取扱作業責任者届 １ Ａ４  

９ 再委託承諾願 ２ Ａ４ 
再委託の承諾申請時に提

出 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ 設計業務報告書 １ Ａ４ １か月ごと 
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３ 設計完了時に提出する書類 

※１ セルフモニタリングの実施結果に関する報告書について、様式を含めて作成し提出すること。 

※２ 体育館等への荷重が変わる場合は、構造計算書で確認を行った旨を報告書として提出すること。 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング報告書※１ １ Ａ４  

２ 設計業務完了届 １ Ａ４  

３ 設計業務打合せ議事録 １ Ａ４  

４ 設計図 １ Ａ４ Ａ３二つ折り製本 

５ 設計計算書※２ １ Ａ４  

６ 
月別・年度別想定エネルギー量計

算書 
１ Ａ３ 

対象校別と全対象校の集

計 

７ 設計業務成果品引渡書 １ Ａ４  
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別紙４ 提出書類一覧（施工業務） 

 

１ 着手前に提出する書類※１ 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング計画書※２ １ Ａ４  

２ 施工業務計画書 １ Ａ４  

３ 施工業務着手届 １ Ａ４  

４ 現場代理人・主任技術者通知書※３ １ Ａ４  

５ 施工業務予定工程表 １ Ａ３  

６ 施工責任者届※３ １ Ａ４  

７ 下請負人（受任者）通知書 １ Ａ４ １次下請のみ 

８ 再下請通知書 １ Ａ４ 
下請編成表、作業員名簿

とも 

９ 電気保安技術者届※４ １ Ａ４  

10 建設業許可証（写） １ Ａ４  

11 工事カルテ受領書 １ Ａ４ 
着工登録工事カルテ受領

書 

12 施工体制台帳の写し及び施工体系

図 
１ Ａ３  

13 施工計画書 ２ Ａ４ 

対象校ごと（工事概要、工

程表、現場組織表（品質管

理体制）、安全管理計画

（安全管理体制）、使用機

材一覧表、施工方法、施工

管理計画、仮設計画図、交

通管理計画、環境対策、建

設廃棄物処分計画書、建

設発生土処分計画書を綴

じ込む） 

14 労災保険成立証明書 １ Ａ４  

15 建設業退職金共済制度関連書類 １ Ａ４ 

証紙購入計画書、掛金収

納書届、掛金収納書提出

不要届、加入不要届、証紙

保有枚数届、証紙交付状

況報告書、退職金共済手

帳取得促進指導簿(月単
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※１ 本市の求めに応じて、選定事業者と施工業務を行う企業との間で締結した契約に関する書類の写

しを提出すること。 

※２ セルフモニタリングに関する計画書について、様式を含めて作成し提出すること。 

※３ 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を添付すること。 

※４ 資格を証する書類及び経歴書を提出すること。 

 

 

 

 

位集計表含む)、制度加入

促進指導簿、非共済就労

状況報告書、退職金共済

手帳、証書貼付欄写し 

16 建設工事保険証書、組立保険証書 １ Ａ４  

17 
大阪市暴力団排除条例第８条第２

項に基づく事業者からの誓約書 
１ Ａ４ 下請負人 

18 緊急連絡体制表 １ Ａ４  

19 各官公署への届出書類 １ Ａ４  

20 社会保険等に関する誓約書 １ Ａ４ 様式は本市指定 

21 再委託承諾願 ２ Ａ４ 
再委託の承諾申請時に提

出 
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２ 工事期間中に提出する書類 

※１ セルフモニタリングの実施結果に関する報告書について、様式を含めて作成し提出すること。 

 

 

  

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング報告書※１ １ Ａ４  

２ 工事週報 １ Ａ４  

３ 施工業務打合せ議事録 １ Ａ４  

４ 施工業務実施工程表 １ Ａ４ 
月間・週間・進捗状況報

告等 

５ 施工図 １ Ａ３  

６ 納入仕様書 １ Ａ４  

７ 機材検査試験成績報告書 １ Ａ４  

８ 施工検査試験成績報告書 １ Ａ４  

９ 関係官庁届出書 １ Ａ４ 写し 

10 施工体制台帳変更部分の写し １ Ａ３  

11 
ＣＯＲＩＮＳ・途中変更工事カル

テ受領書 
１ Ａ４  

12 安全管理実施報告書 １ Ａ４  
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３ 工事完成時に提出する書類 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング報告書※１ １ Ａ４  

２ 工事完了届 １ Ａ４  

３ 施工業務打合せ議事録 １ Ａ４  

４ 
ＣＯＲＩＮＳ・竣工工事カルテ受

領書 
１ Ａ４  

５ 
工事写真 

施工写真 １ Ａ４  

６ 完成写真 １ Ａ４  

７ 

完成図書 ２ Ａ４  

 機器別完成図 

  

 

機器性能試験報告書  

測定試験報告書 

絶縁耐力試験報告書、絶

縁抵抗（高・低圧）測定報

告書、接地抵抗測定報告

書、ガス工事漏洩検査報

告書、水圧試験結果報告

書等 

総合試運転報告書  

機器取扱説明書  

緊急連絡先一覧  

各種保証書  

８ 完成確認報告書 １ Ａ４  

９ 関係官庁届出書類 １ Ａ４ 副本 

10 
産業廃棄物管理票（Ａ票、Ｄ票、Ｅ

票） 
１ Ａ４  

11 

フロン類回収に係る書面（回収依

頼書又は委託確認書、引取証明書、

再生証明書又は破壊証明書） 

１ Ａ４ 更新対象校のみ 

12 備品・鍵引渡書・同リストの写し ２ Ａ４ 対象校ごと 

13 備品・鍵引受領書の写し １ Ａ４ 対象校ごと 

14 完成図 

１ Ａ４ Ａ３二つ折り製本 

１ CD-ROM 
ＪＷＷ、ＤＸＦ、ＰＤＦ形

式 

15 完成写真 １ CD-ROM ＪＰＧ形式 

※１ セルフモニタリングの実施結果に関する報告書について、様式を含めて作成し提出すること。 
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別紙５ 提出書類一覧（工事監理業務） 

 

１ 着手前に提出する書類※１ 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング計画書※２ １ Ａ４  

２ 工事監理業務計画書 １ Ａ４  

３ 工事監理責任者等届※３ １ Ａ４ 経歴書等を含む 

４ 工事監理業務着手届 １ Ａ４  

５ 工事監理要領書 １ Ａ４  

６ 工事監理業務予定工程表 １ Ａ４  

７ 再委託承諾願 ２ Ａ４ 
再委託の承諾申請時に提

出 

※１ 本市の求めに応じて、選定事業者と工事監理業務を行う企業との間で締結した契約に関する書類

の写しを提出すること。 

※２ セルフモニタリングに関する計画書について、様式を含めて作成し提出すること。 

※３ 工事監理責任者及び工事監理担当者について、資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる

書類を添付すること。 

 

２ 業務中に提出する書類 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ 工事監理業務実施工程表 １ Ａ４  

２ 工事監理業務報告書 １ Ａ４ １か月ごと 

３ 質疑・協議応答書 １ Ａ４  

４ 指示・連絡事項 １ Ａ４  

 

３ 完了時に提出する書類 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ セルフモニタリング報告書※1 １ Ａ４  

２ 工事監理業務完了届 １ Ａ４  

３ 完成検査記録 １ Ａ４  

４ 工事監理業務打合せ議事録 １ Ａ４  

※１ セルフモニタリングの実施結果に関する報告書について、様式を含めて作成し提出すること。 
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別紙６ 提出書類一覧（維持管理業務） 

【維持管理業務期間中】※１ 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ 維持管理業務計画書 １ 任意  

２ 年間業務計画書 １ 任意  

３ 半期業務報告書（夏季・冬季） １ 任意  

４ 月次報告書 １ 任意  

５ 保守点検報告書 １ 任意  

６ 不具合調査報告書 １ Ａ４  

７ 不具合改善報告書 １ Ａ４  

８ 機器一覧表 １ 任意  

９ 
機器位置、機器一覧を記載した平

面図 
１ 任意  

10 年度収支計画書 １ 任意  

11 年度収支報告書 １ 任意  

12 年度業務実績報告書 １ 任意  

13 セルフモニタリング計画書 １ 任意  

14 セルフモニタリング報告書 １ 任意  

15 再委託承諾願 ２ Ａ４ 
再委託の承諾申請時に提

出 

※１ 本市の求めに応じて、選定事業者と維持管理業務を行う企業との間で締結した契約に関する書類

の写しを提出すること。 

 

１ 維持管理業務計画書 

・ 事業契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含め

て、維持管理業務計画書等に規定すること。 

・ 維持管理業務の実施に必要となる計画書、手順書、帳票等（以下「維持管理業務計

画書等」という。）を作成し、本市の承認を得ること。維持管理業務計画書等に記

載する内容を以下に示す。 

➢ 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業

務実施結果の記録方法、本市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・

手順等の見直し・改善の方法・手順、その他必要となる文書・帳票・様式

（年間計画書、月間計画書、基準表、記録、点検表等） 
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２ 年間業務計画書 

・ 事業年度ごとの維持管理業務開始の１月前までに、対象校ごとに年間業務計画書と

して作成し、本市に提出して確認を得ること。 

・ 事業年度が開始する１月前までに、各対象校における維持管理業務の業務計画を記

載した年間事業計画書を作成し、本市に提出すること。ただし、初年度は空調環境

の提供開始時の前までに提出すること。 

 

３ 半期業務報告書（夏季・冬季） 

維持管理業務期間中、対象校ごとに以下に記載する内容を半期業務報告書として作成

し、夏季の半期業務報告書及び冬季の半期業務報告書は、それぞれ夏季又は冬季の終了

から10営業日以内に本市に提出して確認を得ること。なお、下記の①から③の計測記録

は月ごとの消費量等をまとめたものとするが、本市から特定に日時の計測記録の提出の

要求があった場合には提出すること。 

① 対象校別の夏季・冬季のガス又は電機エネルギー消費量（空調運転に係る消費

分）の計測記録 

② 対象校別の室内機の運転時間の計測記録 

③ セルフモニタリング結果報告 

※セルフモニタリングの結果、改善工事が必要であると判断した場合は、改善方法等を

検討し、改善方法や改善工事の実施日等について、本市及び対象校と協議し、承諾を

得ること。 

※上記のセルフモニタリング結果報告に基づき、改善工事を実施した場合は、改善報告

を作成し、本市に提出して確認を得ること。 

 

４ 月次報告書 

・ 当該期間の整備対象設備の維持管理業務の状況に関する月次報告書を作成し、本市

に提出し、確認を得ること。 

・ 上記の報告書の内容は、以下に示すもののほか、必要に応じて追加する事項とす

る。 

➢ 本市が別途１シーズンごとに指定する対象校別の整備対象設備に係る月別エ

ネルギー消費量（空調環境提供に係る消費分） 

➢ 本市が別途１シーズンごとに指定する対象校における整備対象設備の室外機

別の月別運転時間及び全負荷相当運転時間当たりのエネルギー消費量の実績

値（室外機別エネルギー消費量を運転時間で除した値を各月の負荷率で除し

た値） 

➢ 本市が別途１シーズンごとに指定する対象校における整備対象設備に係る対

象室別（室内機別）の日別・月別空調稼動時間 

➢ 本市が別途１シーズンごとに指定する対象校における整備対象設備に係る対

象室別室内温度等測定記録（当該月に測定対象となった学校における対象室

分） 

➢ 維持管理実施記録 
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➢ 負荷率は、「別紙７ 空調環境の標準提供条件」で示す数値を用いること。 

 

５ 保守点検報告書 

維持管理業務期間中、対象校ごとに業務工程表に定める時期に、以下に記載する内容

の保守点検を実施し、保守点検報告書として作成し、半期業務報告書とあわせて本市に

提出すること。なお、保守点検の実施日は、事前に本市及び対象校と協議し、本市又は

対象校が要望する日程で実施すること。選定事業者は、維持管理業務の一環である整備

対象設備及び点検対象設備の法定点検に際しては、フロン排出抑制法に基づく冷媒フロ

ン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な知見を有する者による定期点検（３

年に１回）を実施し、その結果を記録し、本市に報告する。この際、冷媒の漏洩等が認

められる場合は、本市に報告し、速やかに対策を講じること。 

① フィルター清掃（交換）実施記録 

② メーカーが定める定期点検実施記録 

③ フロン排出抑制法に基づく定期点検等の実施記録 

④ その他、必要に応じて実施した保守点検実施記録 

 

６ 不具合調査報告書 

・ 維持管理業務期間中、本市及び対象校から空調設備使用に起因する学習環境に関す

る通報（運転不良、騒音、温熱環境不良等）及び機器の故障等による不具合発生の

連絡があった際は、速やかに原因を調査すること。また、要求水準未達が発生した

場合も同様に、速やかに原因を調査すること。なお、調査の実施日は、事前に本市

及び対象校と協議し、本市又は対象校が要望する日程で実施すること。 

・ 調査した結果、機器の故障等がなく、正常に運転していることが確認できた場合

は、その旨を調査報告書として作成し、調査実施後３営業日以内に本市及び対象校

に提出する。 

・ 調査した結果、機器の故障等による不具合が確認できた場合は、その原因と改善方

法等を調査報告書として作成し、調査実施後から５営業日以内に本市及び対象校に

提出し、改善方法や改善工事の実施日等について、本市及び対象校と協議し、承諾

を得ること。 

 

７ 不具合改善報告書 

改善完了後３営業日以内に改善報告書を作成し、本市に提出して確認を得ること。 

 

８ 機器一覧表 

完成図書をもとに作成し、記載項目は学校名称・室外機設置場所・室内機設置場所・

メーカー名・系統名・室外機室内機構成・品番・製造番号・圧縮機定格出力・定格燃

費・冷媒種類・冷媒量・設置年月・冷房能力・暖房能力・熱源とする。提出時期は引渡

し後、速やかとし、移設等により状況が変更となった場合は更新すること。 

 

９ 機器位置、機器一覧を記載した平面図 
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完成図書をもとに作成し、記載項目は学校名称・室外機設置場所・室内機設置場所・

冷房能力・暖房能力・配管系統・配線系統とする。提出時期は引渡し後、速やかにと

し、移設等により状況が変更となった場合は更新すること。 

 

10 年度収支計画書 

本件契約の締結後、選定事業者の提案に基づき、本市と選定事業者で協議したうえ

で、本市が決定する。 

 

11 年度収支報告書 

本件契約の締結後、選定事業者の提案に基づき、本市と選定事業者で協議したうえ

で、本市が決定する。ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むも

のとする。 

・ 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法（平成17年法律第86

号）第435条第２項に定める計算書類及び附属明細書 

・ 上記に係る公認会計士の監査報告書の写し 

・ 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、本市が合理的に要求する書

類 

 

12 年度業務実績報告書 

・ 事業契約書に規定する当該期間の整備対象設備の維持管理業務に関する年度業務実

績報告書を作成し、本市に提出し、確認を得ること。 

・ 上記の報告書の内容は、各事業年度の月次報告書の取りまとめ及び以下に示すもの

のほか、必要に応じて追加する事項とする。 

➢ 対象校別の整備対象設備に係る年間エネルギー消費量（空調環境提供に係る

消費分） 

➢ 整備対象設備の室外機別の年間運転時間及び全負荷相当運転時間当たりのエ

ネルギー消費量の年間実績値（室外機別年間エネルギー消費量を全負荷相当

運転時間で除した値） 

➢ 整備対象設備に係る対象室別（室内機別）の総空調稼働時間（ただし、負荷

率は「別紙７ 空調環境の標準提供条件」で示す数値を用いること。） 

➢ フロン排出抑制法に基づく定期点検記録（提出は実施年のみとするが、修

理、冷媒の充填・回収を行った場合は、回収証明書、充填証明書の交付を受

け、冷媒漏えい点検記録簿に記録すること。） 

 

13 セルフモニタリング計画書 

セルフモニタリングに関する計画書を作成し、本市に提出し、確認を得ること。 

 

14 セルフモニタリング報告書 

セルフモニタリングの実施結果に関する報告書を作成し、本市に提出し、確認を得る

こと。 
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【維持管理業務期間完了時】 

 

１ 維持管理業務期間完了時機器一覧表 

機器一覧表をもとに作成し、記載項目は維持管理業務期間中の状況・更新等を反映し

た維持管理業務期間完了時点の室外機設置場所・室内機設置場所・メーカー名・系統

名・室外機室内機構成・品番・製造番号・圧縮機定格出力・冷媒種類・冷媒量・設置年

月・冷房能力・暖房能力・熱源とすること。 

 

２ 保管部品リスト 

維持管理業務期間完了時点の保管部品リストを本市に提出すること。 

 

３ 不具合調査報告書・不具合改善報告書一覧 

維持管理業務期間中の不具合調査報告書及び不具合改善報告書を取りまとめて本市に

提出すること。 

 

 

 

No 書類名称 部数 様式 備考 

１ 維持管理業務期間完了時機器一覧表 １ 任意  

２ 保管部品リスト １ 任意  

３ 
不具合調査報告書・不具合改善報告書

一覧 
１ 任意  
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別紙７ 空調環境の標準提供条件 

 

運用室内温度 

標準提供条件 

場所 期間 温度（ＤＢ） 

屋内［℃］ 
冬季 22.0℃ 

夏季 26.0℃ 

※大阪市都市整備局公共建築部企画設計課（設備グループ）標準図機械設備工事特記仕

様書より 

 

提供日数と負荷率※１ 

標準提供 

時期等 

 月 提供日数 負荷率 

夏季 

６月 22 50 

７月 21 70 

８月 5 80 

９月 20 60 

10月 10 30 

合計 78 － 

冬季 

11月 10 35 

12月 17 60 

１月 16 75 

２月 19 70 

３月 19 50 

合計 81 － 

標準提供時間※２ ８時間／日 

※１ 本表は、提案段階における消費エネルギー量の算定及び点検業務に係る運転時間

の目安として空調環境の提供に係る標準値を示すものであり、実運用において

は、本表の数値にかかわらず、対象校の実態に即した空調環境の提供を行う。な

お、本表の各条件は、実施方針公表時点で想定しているものであり、入札公告ま

での間に精査を行い、変更をすることがある。 

※２ 授業時間は、午前８時40分から午後３時10分までである。ただし、計算上の取扱

いの簡便化の観点から、標準提供時間は８時間／日とする。 

※３ 上記のほか、対象校により運用状況が異なるため標準提供時間を示すことはでき

ないが、本市の各区において実施している学校体育施設開放事業による体育館の

使用時にも空調を運転することがある。 

【参考】大阪市北区の同事業に関するホームページＵＲＬ 

https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000583427.html 

  

https://www.city.osaka.lg.jp/kita/page/0000583427.html
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別紙８ 基準燃費の算出方法及び実燃費の比較方法 

 

 

※都市ガス又は電力消費量を対象として比較を行う。 

 

■基準燃費の算出方法 

安全率は①から変更不可 

④ 基準燃費（㎥／ｈ） 

見直し後の対象校別の燃費 × 安全率 

③ 対象校別のエネルギー消費量（㎥）、稼働時間（ｈ）の見直し 

② 供用開始後１年間の夏季エネルギー消費量（㎥）、室内機の夏季運転時間（ｈ）、外気温（℃）を対象校

別に計測 

① 事業者が提案書類に記載する対象校別の燃費 × 安全率 

（安全率については、学校の現状、冷媒配管長の補正、空調設備の経年劣化等を踏まえて勘案すること。） 

■基準燃費と実燃費の比較方法 

④ ≧ ⑤ 
Yes 

No 

⑤ ２年目以降の実燃費を対象校別に計測 ④ 基準燃費 

事業者は⑤が④を超えた原因を本市に報告し、明らかに事業者に責があると判断される場合、改善工事を行

う。 

⑧ 性能基準を満たしていない可能性があると判断する。 

⑦ 問題なし 

⑥ 比較資料の作成 

④と⑤の比較表作成 
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① 対象校毎に、事業者が提案書類で提案した全室外機の定格燃費（メーカー基準値）及

び安全率（学校の現状、冷媒配管長の補正、空調設備の経年劣化、事業者が提案書類

で提案した維持管理等を加味して割合を算出すること。）を乗じた値を、基準燃費と

する。 

② 供用開始後１年間のエネルギー消費量（㎥）、室内機の運転時間（ｈ）、外気温

（℃）を対象校別に計測すること。なお、外気温は対象校各校室外機付近の計測デー

タを使用すること。 

③ ②の資料をもとに対象校別のエネルギー消費量（㎥）、室内機の稼働時間（ｈ）につ

いて本市と協議のもと見直しを行う。 

④ 見直したエネルギー消費量（㎥）、室内機の稼働時間（ｈ）をもとに２年目以降のモ

ニタリングに使用するための室内機稼働時間当たりのエネルギー消費量（㎥／ｈ）に

事業者が提案書類で提案した安全率を乗じた値と外気温（℃）の関係性を示す資料を

対象校別に作成し、それを基準燃費とする。 

⑤ 実燃費（２年目以降の対象校別の室内機稼働時間当たりのエネルギー消費量（㎥／

ｈ））と外気温（℃）を計測する。 

⑥ ⑤の計測結果を踏まえ、④と同様の資料を作成し、基準燃費との比較表を作成する。 

⑦ ④≧⑤の場合、性能基準を満たしていると判断する。 

⑧ ④＜⑤の場合、本市は、性能基準未達の可能性があると判断し、事業者は「別紙６ 

提出書類一覧（維持管理業務）」に示す不具合調査報告書にその原因を報告するこ

と。その原因が明らかに事業者に責がある場合、事業者は改善工事を行う。 
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別紙９ 停電時電力負荷条件 

 

負荷種別 
単相 100/200Ｖ 

電力負荷（Ｗ） 

アリーナ天井照明 2,000 

有圧換気扇 720 

トイレ天井照明・換気扇・手洗い・小便器・大便器 

（フラッシュバルブ） 
250 

スマートフォン充電（10Ｗ×30台） 300 

パソコン（50Ｗ×２台） 100 

※１ 各体育館の空調設備（冷房時）の２／３程度以上に応じた負荷を想定すること。 

※２ 表中の下線の機器についてはコンセント接続を想定している。 

※３ 表中の電力負荷（Ｗ）は参考値であり、本市の想定を示したものである。事業者は必要な調整

を適切に行い、工夫して対応すること。 

 


